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午後１時２８分開会 

○石毛かずあき委員長 それでは、ただいまから文

教委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○石毛かずあき委員長 最初に、記録署名員を私か

ら御指名いたします。 

  鹿浜委員、中島委員にお願いいたします。 

 

           ◇            

 

○石毛かずあき委員長 次に、議案の審査に移りま

す。 

  初めに、（１）第３０号議案を単独議題といた

します。 

  それでは、執行機関の説明を求めます。 

○子ども家庭部長 それでは、議案説明資料の２ペ

ージをお開きください。 

  件名は記載のとおりでございますが、主に、学

童保育室関連の設備及び運営に関する条例でござ

います。 

  概要でございます。まず、児童福祉法の一部改

正により、段ずれ等文言の修正をさせていただく

のが 1つ。また、項番２番の１番の（２）のとこ

ろで、みなし支援員と言いまして、放課後児童支

援員というのが資格でいるのですけれども、この

支援員になるためには研修を受けなければなりま

せん。その研修の時期が７月以降になるものです

から、なかなか確保が難しいというところで、資

格があれば、みなし支援員として認めるというも

のを追加するものでございます。 

  詳細は、次の３ページ以降に記載させていただ

きます。 

  御審議の方よろしくお願いいたします。 

○石毛かずあき委員長 それでは、何か質疑はござ

いますか。 

○小林ともよ委員 今回のこの議案に関してですが、

保育士、社会福祉士の資格を持っている方で、２

年以上の児童福祉事業の経験のある方ということ

ですけれども、研修を令和９年３月３１日までに

は終了するという予定になっていると思うのです

けれども、４月から働いて１年間忙しくて、結果

終了できなかったということがないように、研修

を受ける時間などもきちんと取れるように保障す

るべきと思いますが、いかがでしょうか。 

○学童保育課長 必ずこのみなし支援員を申し出た

方については、研修を受けられるよう、区の方も

見ていきたいと思っております。 

○水野あゆみ委員 私も同じようなところなのです

けれども、保障するとともに、しっかりと、いつ

に受けるのだよということで、そういった予定な

どもしっかり示していただく必要があるのではな

いかと思うのですが、その辺いかがでしょうか。 

○学童保育課長 年度当初に東京都から決まりまし

たその年度の研修予定の方を各学童保育室に周知

しております。そこで、希望を取りまとめる際に、

申請が漏れている方については督促をして、必ず

受けていただくよう指導していきたいと思ってお

ります。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑はございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から御意見をお願いいたします。 

○水野あゆみ委員 賛成でお願いします。 

○鹿浜昭委員 可決でお願いします。 

○小林ともよ委員 賛成でお願いします。 

○中島こういちろう委員 賛成でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 それでは、これより採決を

いたします。 

  本件は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ございませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 御異議ないと認め、原案の
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とおり可決すべきものと決定をいたしました。 

  次に、（２）第３１号議案を単独議題といたし

ます。 

  それでは、執行機関の説明を求めます。 

○子ども家庭部長 では、資料の６ページになりま

す。 

  保育所の指定管理者の指定についての議案でご

ざいます。 

  今回、選定審査会をいたしまして、候補者を決

定いたしました。指定するために議会の必要がご

ざいますので、御報告させていただきます。 

  今回対象は、青井保育園と五反野保育園でござ

います。それぞれ応募事業者が青井で３社、五反

野が２社ございまして、選定委員会をさせていた

だきまして、今と同じ事業者に選定をさせていた

だきました。 

 選定の期間につきましては、次の７ページのとこ

ろで、青井保育園につきましては１０年間、五反

野保育園については５年間とさせていただきたい

と思います。 

  候補者になった理由、ポイント、また、経過に

つきましては、５番、６番を御覧いただきたいと

思います。また、指定管理者の指定についての詳

細の資料は、別添資料の方を御確認いただきたい

と思います。 

  御審議の方よろしくお願いいたします。 

○石毛かずあき委員長 それでは、何か質疑はござ

いますか。 

○鹿浜昭委員 ちょっとお尋ねもあるのですけれど

も、この指定管理者の指定について、別添資料を

見させていただいて、１ページ、２ページの第一

次審査で、青井保育園で社会福祉法人からしだね

とＡ法人ということで、Ａ法人の方が小計でも１

５０点ほど高く、トータルでも最終的にもＡ法人

の方が高かったと。私もちょっと記憶する限りで、

一次審査で点数が高くて、二次審査の方でＡ法人

が低かったということになったのですけれども、

この辺で、一次審査の優位性というか、二次審査

で、社会福祉法人からしだねの方が高かったけれ

ども、第一次審査のプラスアルファというか優先

というか、何かそういう考慮というのがあるのか。

ちょっとこの選定の仕方についてなのですけれど

も、今までどういうような決まりがあるのか、内

容等分かりかねるので、教えていただきたいので

すけれども。 

○私立保育園課長 指定管理の選定については、一

次審査、第二次審査と２回の審査会を行っており

ます。第一次審査については、基本的な書類の審

査になりますので、書類上最低である６割を満た

しているというところがあれば二次審査に回ると

いうところで、一次審査の評価結果については、

二次審査に引き継がれないという運用を行ってお

ります。 

○鹿浜昭委員 引き継がれないのですか。 

○私立保育園課長 引き継がれません。二次審査に

おいては、実際に法人を呼んでヒアリングを行っ

たり、どういう園運営をするかというところを重

きを見ていますので、二次審査での評価結果が最

終的な判断というところになっております。 

○鹿浜昭委員 そういう基準で今までずっと進めら

れてきたということなのですか。 

○私立保育園課長 鹿浜委員おっしゃるとおりでご

ざいます。 

○鹿浜昭委員 一次審査でもこれだけの点数の違い

があって、割合的にもどうなのだろうか。１．５

の・・・４．３％ぐらいの違いがあるのかな。結

構最後までいろいろと何項目になるのか分からな

いのですけれども、相当な書類審査があるかと思

うのですけれども、これだけ下がって、考慮しな

いというのは、若干ちょっと違和感を感じるので

すけれども。その辺というのは決まりがあるとい

うことで、その辺は考慮することもない、ないの

ですか。私もそこまで立ち入ることもないのです

けれども、ちょっと教えていただきたいのですけ
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れども。 

○私立保育園課長 そうですね。区全体の運用にな

りますので、関係部署とも調整しなければいけな

いところもあるかと思うのですが、一次審査にお

いては、Ａ法人については、これは実は、株式会

社でもあるので・・・というところから経営の安

定性が高く評価されたというところが大きく差が

付いたのかなとは思っております。ただ、第一次

審査の総得点その下の得点割合を見ますと、得点

割合７２％、７２．８％とありまして、割合で見

るとそんなに大きな差は出ていないという状況で

はございます。 

○鹿浜昭委員 そうすると、選考委員というのは、

これは何人ぐらいでやられたのですか。 

○私立保育園課長 ９名の委員にお願いしておりま

す。 

○鹿浜昭委員 そういう意味で、割り切って理解し

ておいた方がいいのですね。分かりました。 

  以上です。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑はございますか。 

○水野あゆみ委員 何点か質問いたします。 

  株式会社日本保育サービスの方なのですけれど

も、令和６年の平均月額給与のところで、短時間

労働者のところ、時給が最低賃金を下回る９９２

円というふうに記載しています。下の米印の方を

見ると、当事業者は、他の都道府県でも保育園を

運営しており、全体の平均を記載したものである

ということは分かりましたけれども、実際どれぐ

らいになっているのかなというのは、ちょっと気

になったので教えてください。 

○私立保育園課長 実際の時給は１，３９０円で今

やっております。 

○水野あゆみ委員 分かりました。ありがとうござ

います。 

  あと、ちょっと紙の資料とこちらページ数が違

うので・・・。 

○石毛かずあき委員長 整理して、後ほど質問しま

すか。 

○水野あゆみ委員 そうですね、１回ちょっと調べ

ます。 

○小林ともよ委員 私からも何点か質問させていた

だきます。 

  別添資料の１の５ページと１０ページ、年間収

支計画の表を比較しますと、社会福祉法人からし

だねがやっている青井保育園と、あと、株式会社

日本保育サービスがやっている五反野保育園で、

大きな差があるのが人件費と本部経費となってい

ると思うのですが、本部経費がそれぞれ幾らぐら

いか確認をお願いします。 

○私立保育園課長 令和９年度の事業予定として、

今回出させていただいている資料になりますので、

令和９年度においては、社会福祉法人からしだね

については、本部経費が１５６万円余、株式会社

日本保育サービスについては３，１００万円余と

なっております。 

○小林ともよ委員 それと、本部経費大分差がある

ということと、委託料に対する人件費率はどのよ

うになっているか分かりますか。 

○私立保育園課長 ちょっと比率までは、今、出し

てはいないのですが、少々お時間いただければ計

算してお出しすることは可能です。 

○小林ともよ委員 お願いします。 

○水野あゆみ委員 すみません。先ほどのところで、

労働条件審査、社会保険労務士（社労士）の労働

条件審査によって指摘事項があったというところ

で、これは、何の指摘事項かというところが記載

がなかったのですが、教えてください。 

○私立保育園課長 社会福祉法人からしだねにおい

ては、園内の規定に育児時間これが規定されてい

なかったというところが指摘されております。実

際に、園の運営では、そのような対応を取ってい

たのですが、きちんと明文化されていないという

ところで、指摘されたところになります。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑はございますか。 
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[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から御意見をお願いいたします。 

○水野あゆみ委員 今、まだ・・・。 

○私立保育園課長 大変申し訳ございませんでした。

人件費率については６４％となっております。 

○小林ともよ委員 恐らくそれは五反野保育園の方

かなと思うのですけれども、青井保育園の方は・・・

両方ちょっと比較したい。 

○私立保育園課長 約８８％になります。申し訳ご

ざいませんでした。 

○小林ともよ委員 そうすると、青井保育園の方は、

人件費率が８８％、五反野保育園は６４％という

ことで、人件費率が低いということは、ベテラン

保育士がやはり少ないということだと思うのです。

勤続年数も載っていますけれども、これも社会福

祉法人からしだねの方は平均９年５か月、株式会

社日本保育サービスは５年３か月となっていて、

やはり短くなっています。 

  社会福祉法人からしだねの常勤・非常勤と、株

式会社日本保育サービスの常勤・非常勤、この人

数も示していただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○私立保育園課長 社会福祉法人からしだねについ

ては常勤が２５名、非常勤が３６名。株式会社日

本保育サービスの五反野保育園については、常勤

が２５名、非常勤が１３名で、令和８年度の運営

はこのような体制でやっております。 

○小林ともよ委員 私が調べましたら、青井保育園

の定員は１０２名から１０３名、五反野保育園の

方は１３５名と、五反野保育園の方が多いけれど

も、保育に従事している人数は非常に少なくなっ

ているということだと思うのですけれども、その

点足立区としてはどうお考えですか。 

○私立保育園課長 園児数に対しては、基本的には、

配置基準で定められておりますので、両園とも常

勤が２５名というところでは大きな差はないとい

うふうに考えております。 

  非常勤の人数の差があるのは、とても短時間の

勤務体系を好む方が多ければ、それも非常勤の方

も増えるというところありますので、預かってい

ただいている児童に対して、きちんとした保育士

の配置はできているというふうには認識しており

ます。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑はございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から御意見をお願いいたします。 

○水野あゆみ委員 賛成でお願いします。 

○鹿浜昭委員 可決でお願いします。 

○小林ともよ委員 今の最後の答弁で、短時間でと

いうところだったのですけれども、時給にすると、

五反野保育園の方が高くはなっているけれども、

人件費は低く抑えられているということでは、社

会福祉法人が携わっている青井保育園の方に関し

ては、やはり手厚く職員が付いているのだと私は

思うのですね。ですから社会福祉法人からしだね

は、地元でも長く保育事業に携わっていますし、

保育園に携わる職員も多くて、手厚い保育を実施

していただいているので問題ないと思いますが、

また今後も頑張っていただきたいと思っているの

ですけれども、株式会社日本保育サービスでは、

本来人件費に回せるものが本部経費に回ってしま

っているとも言えると思います。保育という人を

育てる機関は、本来は公である区が責任を持って

運営すべきであって、利益を追求することが目的

である株式会社が参入できてしまう指定管理制度

は、保育の運営にはそぐわないと考えますので、

反対です。 

○中島こういちろう委員 可決でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 それでは、採決をいたしま

す。 

  本件は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 
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[賛成者挙手] 

○石毛かずあき委員長 賛成多数であります。よっ

て、原案のとおり可決すべきものと決定をいたし

ました。 

  次に、（３）第４５号議案、（４）第４８号議

案、以上２議案を一括議題といたします。 

  それでは、執行機関の説明を求めます。 

○子ども家庭部長 では、１１ページ、第４５号議

案の方になります。 

  こちらは、特定乳児等通園支援事業の運営に関

する基準を定める条例ということで、これは、こ

ども誰でも通園制度における個別の対象施設の運

営上の基準を定める条例でございます。 

  それぞれの施設で、項番２の表のところにある

ような利用定員であるとか、費用の支払であると

か、平等原則であるとか事故防止のそのような運

営の基準を定める条例になっておりまして、今回

定めさせていただきます。 

  １１月から１２月に掛けまして、パブリックコ

メントをさせていただきまして、１９６件の御意

見をいただきましたが、そのうちこの条例に関し

ても１４件の意見がありましたが、特に、これを

反映する部分はございませんでしたので、こちら

の方に提案させていただきます。 

  詳細は１２ページ以降にありますので、御確認

いただきたいと思います。 

  そして、２７ページになります。 

  第４８号議案の方は、これは、こども誰でも通

園制度全体に関わる条例で、条例名が特定という

文字がなくなっております。足立区乳児等通園支

援事業の設備及び運営に関する条例の一部を改正

する条例ということで、第３回定例会で議決いた

だいたものを、国の内閣府令がその後公布されま

して、項番２のところの表の部分、それぞれの利

用定員の中の内訳が０歳であると１人とか、１歳

で２人とかという個別に定めがあったのですけれ

ども、国の方で、全体で４名というような形で、

ざっくりとそれぞれの定員を柔軟に運営できるよ

うな形で示されましたので、こちらの方も条例を

改正させていただくところでございます。 

  その他、文言の修正の方を項番２の（２）のと

おりさせていただきます。 

  詳細は、次のページ以降に記載させていただき

ます。 

  御審議の方よろしくお願いいたします。 

○石毛かずあき委員長 それでは、何か質疑はござ

いますか。 

○水野あゆみ委員 まず、第４５号議案の方です。

条例の方を全部読ませていただきましたが、第１

２条２項のところで金額の定めのことも書いてあ

りました。実際に無償で使えるようにはなってい

ると思うのですけれども、その無償の中でも、給

食というかお昼代だったりおやつ代だったりその

他雑費が出るということで、差額に相当する金額

の範囲で設定できると各事業所で設定していいん

だよということも条例で定めてあるのですけれど

も、これは、結局保護者が支払わなければいけな

い部分ですので、この辺のところ幼稚園なんかも

あったり、いろいろ考えの下やっていくのだと思

うのですけれども、上限というのはどのように考

えているのでしょうか。 

○保育・入園課長 現時点では、上限という金額を

設けてやるつもりはございません。ただ一方で、

そういったいろいろな施設が参入するということ

で、金額の多寡が出てくるかと思いますので、そ

の辺については、常識の範囲内でというところで、

私たちの方も把握はしておきたいと考えておりま

す。 

○水野あゆみ委員 事業所ごとにやっていただくの

だということで、事業所の主体性も必要かとは思

います。保護者もそちらの方が使いやすいと言う

のであれば、それはそれでよろしいかと思うので

すけれども、あまりにも高いとか、ちょっと無償

で使えるからこちらは多く設定しようなんていう
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ことがあってはならないと思うので、その辺のと

ころ、これから始まるところでありますけれども、

しっかり見ていっていただきながら、また、外部

の者による評価というところも、また第１５条の

ところにも書いてありますので、そういったとこ

ろもしっかりと見ていっていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○保育・入園課長 指導検査であるとか第三者評価

の場もございますので、そういったところも含め

て、確認をしていきたいと思います。 

○水野あゆみ委員 よろしくお願いします。 

  また、こども誰でも通園制度の利用認定、３月

２日から開始していると思いますが、現時点で、

どれぐらい応募があるのか教えてください。 

○保育・入園課長 ３月２日から昨日３月１２日ま

での申請の人数なのですけれども、合計で２８７

名の申請をいただいているところです。 

○水野あゆみ委員 １０日程度で、こんな２８７人

という数字、私が驚いております。結構周知がで

きているのだなというふうに思います。 

  あと、利用のところでは、各園でこの定員数は

設けるものの、０歳児・１歳児・２歳児という縛

りというか、そういうのがなくなるということで、

やはり０歳児を受け入れるには、保育士の人数も

変わってきますので、１、２歳児の方が受入れが

楽だという園側のそういう意向ももし出てくると

なると、０歳児の預け入れというのが少なくなっ

てしまうのではないかというのは懸念するのです

けれども、この辺のところはどのように考えてお

りますか。 

○保育・入園課長 今、水野委員がおっしゃってく

ださったのは、第４８号議案の総定員数のところ

かと思うのですけれども、基本的には、面積であ

るとか人員配置のところで、しっかりとまず定員

把握はしていきます。 

  ０歳児については、やはり保育士１人に対して

お子さんを３人しか預かれないというところで、

やはり事業者側では、人の確保の問題でやはり難

しい部分で受け入れられる施設が少なくなり、そ

うなる傾向もあるのですけれども、私どもの方で、

ニーズに合わせて積極的に施設数の拡大には努め

ていきたいと考えております。 

○水野あゆみ委員 施設数の拡大もお願いしたいの

ですが、やはり０歳児より１、２歳児預かろうと

いうふうな園が多いと、実質０歳児預かってもら

えないかなというふうな状況も出てくると思うの

で、そういったことがないように、しっかり区と

しても協力をしていっていただきたい。要望して

終わります。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑ございますか。 

○小林ともよ委員 先ほど子ども家庭部長からの説

明にもありましたけれども、今回この本条例案に

対するパブリックコメントを行っております。こ

れは、１０月の文教委員会でも、区は、これから

いろいろな意見を聞きながら進めていきたいとい

うことでこのパブコメを行ったのだと思いますけ

れども、しかし、なぜ１つも取り入れられないの

か、もう一度説明をお願いします。 

○保育・入園課長 今回パブリックコメントをやら

せていただきまして、１９６件という大変多くの

御意見を頂戴いたしました。ただ、その中で、条

例に関する御意見というものは１４件頂戴してお

ります。そのほかの大半大体９３％ぐらいは、条

例の内容ではなく、こども誰でも通園制度そのも

のに対する御意見でした。ですので、今回条例に

関するもの１４件あった中で反映できるものとい

うのを検討させていただきましたが、改正に至る

までの御意見ではなかったということで、文教委

員会の方でも答弁させていただいた形です。 

○小林ともよ委員 この条例に関する意見の中で、

特定乳児等通園支援の提供の記録ですとか、あと

１５条の特定乳児等通園支援に関する評価につい

て、負担になるのではないかという懸念の声が上

がっています。それに対して、通常保育と同様に
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行うべきだというふうに区の方は回答しています

けれども、このこども誰でも通園制度は、通常保

育とはやはり違うと思うのですね。違う制度で、

毎日通園してくる子どもが変わり、しかも短時間

で、日々の子どもの変化もつかみづらい中に保育

士は働かなければならないと思うのです。どのよ

うな保育を行ったのかというのを一人一人記録し

ていくのは大きな負担になると思いますが、いか

がでしょうか。 

○保育・入園課長 確かに現場の負担になるのは一

部あるかと思います。ただ一方で、今、小林委員

もおっしゃってくださったように、日々短時間で

お預かりするお子さんの記録を付けておくことは

大変重要なことであると考えておりまして、それ

が例えば毎月１０時間という中で、翌月になった

らどういう成長が見られたかということを、しっ

かりとお預かりした施設において記録しておくこ

とは重要かと考えますので、ここの部分について

は、そのままとさせていただきました。 

○子ども家庭部長 若干補足ですけれども、記録の

内容だと思うのですよね。詳細な記録なのか、少

しでも様子が分かるような形でする記録なのか、

記録の中身については、我々の方で、できるだけ

シンプルな形で園には周知していきたいというふ

うに考えております。 

○小林ともよ委員 是非区としても、保育の現場に

負担にならないような仕組みを是非考えていただ

きたいと思います。 

  あと、今回のこの条例は、事業者側が守らなけ

ればならない条例であるということは理解してい

ます。しかし、国が突然作って、突然始めるとい

うような制度であって、実行するには、保育事業

者の協力がなければできない制度であるにもかか

わらず、事業者側にしなければならないという上

から押し付けるような文言が並んでいるように思

えるのです。認定するのは区の責任で行うわけで

すから、事業者だけに押し付けるような文言を並

べた条例にするのではなく、例えば何かあったと

きには区への協力を求めることとか、区も一緒に

何か解決していくという姿勢を文言に入れるなど、

保育現場の多忙化を少しでも抑えるような姿勢を

条例でも示すことができたのではないかと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

○保育・入園課長 そういった御意見もパブリック

コメントの中でいただいております。ただ、やは

り条例というところで、しっかりと明記させてい

ただかなければならない部分だと私どもの方は考

えております。ただ一方で、区側が一切関与しな

いかというとそうではなく、しっかりと事業者に

は寄り添って、運用等もやっていくつもりですの

で、その辺は御理解いただきたいと思います。 

○小林ともよ委員 国の条例を単に横引きするだけ

というのが区の仕事ではないと思いますので、も

しそういった姿勢があるのであれば、そういった

文言も入れていただければ、この保育士たちも少

しは、安心して始めることができるのではないか

と思うのです。 

  あと、第４８号議案の方に移りたいと思います。

例えばこの資料の方の表でいくと、以前は、改正

前は０歳１人、１歳２人、２歳１人で４人として

いたこういった表記のものを、今後は、総数でよ

いというようになった場合、０歳が４人来てしま

う場合もあると思いますが、そのような場合は、

保育士の配置基準をきちんと守ることが前提での

受入れを可能とするのか。例えば、足立区では０

歳の保育士配置基準３人に１人となっていると思

うのですけれども、０歳児４人来てしまった場合

は２人の保育士が必要です。これを守るという前

提で受け入れるべきと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○保育・入園課長 こちら１６条を抜き出すと確か

にそのようなお考えにちょっと誤解を与えてしま

うかもしれないのですが、まず前提としまして、

利用定員は、面積これは、実は同じ条例の中の２
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１条で示しております。あと、その次の２２条の

方でも人員配置の条例を定めております。ですの

で、面積と人員配置が最低でもクリアされている

ことが前提になっておりますので、その中で私ど

もの方で、しっかりと保育施設の中で、０歳児・

１歳児・２歳児が何人利用定員が受けていただく

かというのを書類でしっかりと確認させていただ

きます。その中で、当日の運用を来たお子さんた

ちの年齢に応じて、保護者の方の利便性を上げる

ために、総定員という形で改正をしておりますの

で、そのように御理解いただければと思います。 

○小林ともよ委員 保育士の配置基準はしっかりと

守るということですね。 

  それと、このこども誰でも通園制度というのは、

申込みを受けた場合、受入れを断れないというふ

うになっていると思うのですけれども。例えば、

毎日違う子が通ってくるという点で、乳幼児は、

特に通常どおりに保育士の配置基準を守っていた

としても、０歳児３人は難しいかもとか、園によ

ってそういう肌感覚で判断した場合、そういった

枠は、園ごとでの判断で決めることができるのか

どうか。それも受け入れられないという正当な理

由と認められるのかどうか。その辺はいかがでし

ょうか。 

○子ども家庭部長 大前提として、私立園の方は、

かなり今回は専用室がないとやらないので、運用

としてはまず公立園の方なのかなと。公立園は、

我々の２名という形でやっていますので、最大で

も、１日２名ですので当然４名になることはござ

いません。 

  ただ、私立園もこれから令和９年度目標として

いますけれども、余裕活用型でやっていくので、

当然それは中の運用は出てくると思いますけれど

も、やりながらちょっと今年度様子を見ながら、

そういった事例があれば当然配置基準は求めてい

きますし、配置基準を守るような形を当然指導し

ていきますので、そのような形で、まずは、来年

度進めていきたいというふうに考えております。 

○小林ともよ委員 すみません。ちょっと１点、私

が確認したいのは、配置基準が例えば０歳児に対

して、０歳児３人だと１人という配置基準がある

と思うのですけれども、それも下回ってもいいの

かどうかと。例えばうちの園では、毎日同じ子が

通ってくるわけではないですか。通常の保育だと、

毎日同じ０歳児の子が来るから慣れてきて見るこ

とはできても、こども誰でも通園制度になると、

日々０歳児というのは、入れ替わる可能性がある

中で、３人に１人というふうには配置基準はなっ

ているけれども、そういうふうに変わってくると、

園としては、２人にまでにしておきたいとか、そ

ういった判断はできるのかということです。 

○保育・入園課長 それは拒むものではないです。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑はございますか。 

○中島こういちろう委員 私からも１点だけ質問を

させていただきます。 

  こども誰でも通園制度に伴う条例の制定という

ことで、先ほど来議論がございました。４月から

スタートするということで、新しい取組なので、

様々よかったことだったり、いろいろな課題感と

いうか、難しい事案にぶつかってくることがある

のかなというふうに思います。 

  その中で、今回は、この条例を議論するという

話だと思うのですけども、その後の運用のところ

が私は非常に大事になってくるのかなというふう

に思っています。そうなると、利用者側と後は受

け入れる事業者側のこの２つに関して、様々運用

のところで、例えば実際運用が始まってから、こ

こに課題がある、若しくは、こうしないと変えな

ければ難しいみたいなそういったところを整理し

ていかなければいけなくなってくると思うのです。 

  これは、実際に４月以降始まってから具体的に

利用者だったり、事業者にお声を聞く機会という

のは、今考えているもので何かあるのでしょうか。 

○保育・入園課長 今、私どもの方で考えているの
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は、半年ぐらいたった段階で、そのような方何人

ぐらいの利用者がいるのかとか、そういったとこ

ろの分析もさせていただこうと思っているので、

半年を目途に、アンケート等をやっていきたいと

思っています。 

○中島こういちろう委員 そうすると、まずは半年

間やってみて、そこから見えてきた課題感、改善

点をそこからまた時間を掛けながら、よりいい制

度に運用のところを変えていく、そういう認識で

ということで間違いないかと思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

○子ども家庭部長 私立園の余裕活用型が令和９年

度から控えていますので、私立の方は公立の運用

方法必ず確認してきます。当然来年度うまくいく

かどうかと見ますので、半年は、一応めどですけ

れども、その都度私立保育園等には情報提供して

いきますし、保護者の声は、その都度聞いていき

たいというふうに考えております。 

○中島こういちろう委員 ありがとうございます。

何か始めると、先ほどのパブコメもそうですけれ

ども、いろいろなお声が届いてくるとは思うので

すけれども、是非足立区として、そういった声を

聞きながら、ちゃんとどんどん前に進めていく、

変えていくよということを、積極的にお話いただ

ければいいのかなというふうに思います。要望で

す。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑ございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から御意見をお願いいたします。 

○水野あゆみ委員 賛成でお願いします。 

○鹿浜昭委員 ２議案とも可決でお願いします。 

○小林ともよ委員 第４５号議案については、日本

共産党としては、この制度は、子育ては社会全体

で担っていこうという方向に国もかじを切ったと

いう点では評価しますが、とにかく準備期間が短

くて突然始まるような制度です。ですから経験の

ある保育士や保育事業者、区民の意見を聞きなが

ら進めると言っていたにもかかわらず、区民が寄

せたパブコメの意見を何も取り入れず、国の出し

た条例案をそのまま横引きすることは、自治体独

自でよりよいものにしていくという姿勢に欠ける

ものだと言わざるを得ませんので、反対です。 

  第４８号議案に関しましては、保育現場の受入

れ体制に応じて、保育士の配置基準を満たす条件、

園の能力の範囲で受け入れることができるものと

するものなので、賛成です。 

○中島こういちろう委員 可決でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 それでは、まず、第４５号

議案について採決をいたします。 

  本件は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

[賛成者挙手] 

○石毛かずあき委員長 賛成多数でございます。よ

って、原案のとおり可決すべきものと決定をいた

しました。 

  次に、第４８号議案についてですが、本件は、

原案のとおり可決すべきものとすることに御異議

ございませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 御異議ないと認め、原案の

とおり可決すべきものと決定をいたしました。 

  次に、第４６号議案、第４７号議案、以上２議

案を一括議題といたします。 

  それでは執行機関の説明を求めます。 

○子ども家庭部長 では、第４６号議案、２３ペー

ジでございます。 

  件名は記載のとおりでございますが、こちらの

条例は、認定こども園、幼稚園、保育園、様々な

保育施設の運営に関する基準を定める条例の改正

する条例でございます。 

  改正内容でございます。 

  項番２の（１）のところ、それぞれ法律の改正

による段ずれなのですけれども、項番２の（１）
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の部分は、子ども・子育て支援法の部分が満３歳

児限定小規模保育事業というものが法律に追加さ

れたため、段ずれが生じたものでございます。 

  また、項番２のところが、これは、児童福祉法

の部分で、第３３条に項目が追加されたため、条

例の方も若干段ずれが起こったので、修正させて

いただくものでございます。 

  次に、第４７号議案でございます。 

  全く同じ法律の段ずれなのですけれども、今度

は、保育ママの設備及び運営に関する基準を定め

る条例の改正でございます。 

  同じように、先ほどの児童福祉法の部分が変更

になりましたので、段ずれを起こすため修正する

ものでございます。 

  御審議の方よろしくお願いいたします。 

○石毛かずあき委員長 それでは、何か質疑はござ

いますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から御意見をお願いいたします。 

○水野あゆみ委員 段ずれや項の繰下げなので、賛

成でお願いします。 

○鹿浜昭委員 ２議案とも可決でお願いします。 

○小林ともよ委員 今回、虐待等の禁止というもの

が書き込まれたということになっております。虐

待はあってはならないものですし、保育の現場の

多忙化をやはり解消して、保育士が安定した精神

で保育に従事できる環境を作っていく。このこと

を保障していくことが虐待の防止になる根本だと

思います。そのような課題にも、区は、積極的に

関わっていただきたいと申し上げまして、賛成と

させていただきます。 

○中島こういちろう委員 可決でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 これより採決をいたします。 

  本件は、２件とも原案のとおり可決すべきもの

とすることに御異議ございませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 御異議ないと認め、原案の

とおり可決すべきものと決定をいたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

[執行機関一部退席] 

 

           ◇            

 

○石毛かずあき委員長 次に、請願・陳情の審査に

移ります。 

  （１）５受理番号１４を単独額といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  また、報告事項（１０）令和８年度医療的ケア

児支援対応の拡大（案）についてが、本請願と関

連しておりますので、併せて執行機関に説明を求

めます。 

○教育指導部長 報告資料の３１ページをお開きく

ださい。 

  医療的ケア児の来年度拡大（案）について、２

点変更点がございます。 

  件名・所管部課名は記載のとおりでございます。 

  １点目の変更ですけれども、宿泊学習に対応し

ていくというものでございます。 

  現在今、看護師が１名宿泊学習に随行しておりま

すけれども、全体を見る立場なので個への対応はな

かなか難しいということと、保護者が付添いがあれ

ば参加できるのですが、保護者負担も大きいといっ

たところで、来年度は、今の委託契約を改正して、

宿泊学習にも充てていくといった内容でございます。 

  ２点目、次の３２ページでございますけれども、

こちらは、学童保育室での令和８年度からの医療的

ケア児の受入れでございます。 

  ２の（１）にありますとおり、練馬区を視察する

などして準備してまいりましたけれども、今年度か

ら来年に掛けて準備してまいりました。また、今年

度から来年度に掛けての受入れ人数等につきまして

は、資料に記載のとおりでございます。 
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  以上でございます。 

○石毛かずあき委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○小林ともよ委員 様々この医療的ケア児の子ども

たちがいろいろな場面で一緒に参加できるようにな

っていくということで、大変うれしく思っておりま

すが、医療的ケアの利用料金の負担の軽減について、

区は、以前私が質問したときも、ほかの大人の障が

い者の方と公平性を保たなければならないというこ

とを理由にして、軽減しないと言ってきました。た

だ、子どもの中で比較したときに、健常な子どもは

医療行為を受けても費用が今掛かっておりません。

医療的ケア児は日々掛かってしまうということで、

この公平感をやはり取り除くことが重要だと思いま

す。その点に関して、今後検討していく方針はござ

いますか。 

○障がい援護課長 この利用料金でございますけれ

ども、実は、お子さん、障がい児に関しましても、

放課後デイサービスについては、各々負担という形

になっているところでございます、大人だけではな

く障がい児についてもなっています。 

  そういった中で、引き続きどういうやり方、設定

がより区民のためにもなり、保護者の負担になるか

というとこをしっかり考えながら、今後とも検討は

進めてまいりたいと考えているところでございます。

ただ、現時点では、公平性の観点からも、無償化す

るという考えは現時点ではございませんけれども、

引き続き状況を見ながら、国の動きですとかしっか

り注視しながら検討はしてまいりたいと考えている

ところでございます。 

○水野あゆみ委員 私も何点かお伺いをいたします。 

  今度から、また修学旅行等に看護師付添いをして

いただけるということでありますけれども、やはり

昼間と夜間との対応とか、また、お風呂に入ったり

だとか、いろいろ想定以上のことが起きてくるのか

なというふうに思います。そういったときに、医療

機関との連携とかそういったところというのは、ど

のように考えているのでしょうか。 

○支援管理課長 今実施している学校、保育園におい

ても、事業者等と連携とかさせていただいて、緊急

で保護者の主治医の方に連絡する体制は取れていま

す。宿泊先につきましては、主治医がすぐ来られる

というわけではありませんので、宿泊先の近隣の病

院等とか連携できるように事業者との話は付けてお

りますので、それで進めていきたいと思っておりま

す。 

○水野あゆみ委員 来年度から宿泊先もまた国立施

設を使っていくことになると思うので、鋸南の方は

使えなくなりますし、近くにそういった医療機関が

あるのか、連携できるところがあるのかというのは、

しっかり把握して連携努めていただきたいと思いま

すが、いかがですか。 

○支援管理課長 医療的ケア児につきまして、やはり

安全性というところ、ここは重要なことだと思って

おりますので、そこは丁寧に対応していきたいと思

っております。 

○水野あゆみ委員 分かりました。 

  私、この保育園での医療的ケア児の受入れという

のも訴えてきて、今実施をしていただいております

けれども、この学童保育室については、令和８年度

は２名が対象になるというような御報告でございま

すが、この看護師については、拠点型でやっていく

のか、どのような感じでやられる想定なのでしょう

か。 

○学童保育課長 看護師につきましては、小学校に派

遣される看護師をそのまま学童保育室の方にも派遣

するような形で考えております。 

○水野あゆみ委員 分かりました。出欠ですとか、そ

ういったところもしっかり連携が取れてやっていけ

るという方向なのかなと思います。本当に、皆さん

喜んで使えると思います。なかなか放課後デイサー

ビスの方が医療的ケア児受け入れてもらえなかった

りという現状もあったりしますので、しっかり周知

もして、使いたい人が使えるようにというところで、



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １２  

 

周知徹底もお願いしたいと、要望して終わります。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑ございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から御意見を求めます。 

○水野あゆみ委員 継続でお願いいたします。 

○鹿浜昭委員 継続でお願いします。 

○小林ともよ委員 採択でお願いします。 

○中島こういちろう委員 継続でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 これより採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

[賛成者挙手] 

○石毛かずあき委員長 賛成多数であります。よっ

て、継続審査と決定をいたしました。 

  次に、５受理番号１５、６受理番号３、以上２

件を一括議題といたします。２件とも前回は継続

審査であります。 

  また、報告事項の（７）、（８）、（９）が本

請願と関連しておりますので、併せて執行機関に

説明を求めます。 

○教育指導部長 報告資料の２１ページをお開きく

ださい。 

  最初がスモール・ステップ・ルーム（ＳＳＲ）

のアンケートの結果でございます。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  項番１に成果を記載しております。１年生の利

用が３割占めているのですけれども、不登校の未

然防止ということで、中１ギャップの解消にもつ

ながっているということですとか、担任と連携し

ながら指導員の方が３年生の進路支援をできてい

るとか、また、未然防止の事業なのですけれども、

実は、不登校になっている生徒の復帰の場にもな

っているといった成果も出ております。 

  項番２に課題と今後の対応を示しておりますけ

れども、学習の意欲が低い生徒への動機付けです

とか、対人関係に課題を抱える生徒への対応とい

ったところについては、表に今後の対応をまとめ

てございます。 

  次のページ、項番３に今後の方針を示しており

ますけれども、このアンケートの結果をＳＳＲの

設置校の連絡会ですとか、校長会全体に周知する

とともに、来年度新規設置校に向けても共有し、

指導の質を高めていきたいと考えております。 

  また、（４）に記載しておりますけれども、新

たな指標を設定しました。ＳＳＲがあることで、

以前と比べて学校に登校しやすくなったなどでご

ざいます。また、（６）なのですけれども、チャ

レンジクラス、不登校の固定学級を来年度第十一

中学校に新設しますけれども、ＳＳＲも同時に新

設になりますので、うまく連携を取れるように支

援してまいります。 

  続きまして、２４ページになります。 

  不登校の生徒へのオンライン授業についての課

題と対応でございます。 

  先般実施いたしました学校生活に関するアンケ

ート調査につきまして、この中で、オンライン授

業を受けやすくしてほしいということで、４割ほ

どの多くのお声をいただきましたので、実態を調

査いたしました。その課題と対応でございます。 

  まず、今後の方針として、項番１に記載しまし

た（１）ですが、学びの保障のための意識改革で

ございます。３割程度の学校は、積極的な姿勢を

見せているのですけれども、４６％の学校は、必

要性は感じているにとどまっていますので、まだ

まだ課題があるということで、一番下の囲みに書

きました国の方針があります。希望があればオン

ライン授業を提供するというのは、国の指針でご

ざいますので、これを共有しながら全校に意識改

革を促していきたいと考えております。 

  ２５ページの（２）のところでございますが、

これからガイドラインの策定をしていきたいと思

います。ただ、この令和８年の秋を 1つの目途に

しておりますので、まずは、いろいろな事例を収
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集しながら、適時・的確に情報発信して、横展開

を図りながら、何とか秋までにはガイドラインを

策定していきたいと考えております。 

  様々な課題と対応につきましては、表に記載の

とおりです。 

  一番下に写真付けましたけれども、ある中学校

では、各学年にこういう端末を置いて、いつでも

オンライン授業参加できる、ＳＳＲからも参加で

きるような仕組みを入れておりますので、こうい

ったものを共有していきたいと考えております。 

  続きまして、２７ページになります。 

  学校生活に関するアンケート調査結果の子ども

へのフィードバックでございます。件名、所管部

課名は記載のとおりでございます。 

  受け取った声をそのままにするのではなくて、

大人が受け止めて、教員なり学校なりが考えてい

ることをきちんとフィードバックするという目的

でございます。 

  １２月の文教委員会で、調査結果、単純集計か

ら５つポイントがありましたと御報告しているの

ですけれども、それを５点に絞って、ただ、記載

としては、子どもに向けた言葉の表現に直した形

で、ひな形を作っております。具体的には、２９

ページ、３０ページに小・中学校それぞれひな形

をお示ししております。 

  こちらにつきましては、学校もあくまでも今の

取組を、それぞれの項目に当てはめている感がや

はり強いのかなと思っております。今、学識経験

者の方に詳細分析をお願いしています。ここで出

てきたものを、まずは、区の施策にフィードバッ

クするとともに、それを学校に投げ掛けて、改め

て、取組はブラッシュアップしていきたいと考え

てございます。 

  以上でございます。 

○石毛かずあき委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○水野あゆみ委員 私もこの令和３年の一般質問で、

なかなか不登校児童・生徒へのオンライン学習、

オンライン授業をやっていただけないという現状

に触れて、しっかりとやってほしいということを

訴えさせていただきました。 

  この令和３年の第４回定例会では、約４９校が

オンライン授業を実施し、また、朝会や帰りの会

のみのオンライン授業をやっているなどと、そう

いった答弁もございました。 

  そういう中において、今回は、それよりもやっ

ていただいている学校が増えて６６校ということ

になりましたので、少しは進んできたかなという

感はございます。しかしながら、やはりやってい

ないという学校が３６校あり、様々な課題はある

のでしょうけれども、学校長の考え方として、不

登校を助長させてしまう懸念があり、オンライン

授業配信には消極的であるとか、また、登校第一

と考えているため、オンライン授業配信には消極

的であるなど、そういった意見をいまだに言って

いる校長がいるということで驚きました。 

  本当に不登校児童・生徒の実態に合わせたそう

いった取組をしていかなければならないと、国で

も言っている中で、私も何度もそのように訴えて

きた中で、いまだにこのような校長がいるという

ことは、本当に残念だなというふうに思います。 

  また、なかなか進まない現状に触れて、私、令

和６年の第３回定例会でも、このＩＣＴを活用し

たオンライン授業の実施について、しっかりやっ

てもらえるようにガイドライン等で示し、学校に

徹底すべきと考えるというところで質問もさせて

いただいておりますが、当初オンライン授業ルー

ル化するという方法、方向は考えているというこ

とですが、なかなかガイドラインということまで

は言っていただけず、不登校対応マニュアルにＩ

ＣＴの活用方針を記載して、するとかそういった

ことを検討するというような答弁でありましたの

で、やっとこのガイドラインの徹底をしていただ

けるのだなということで、今回うれしく思ってお
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ります。 

  アンケート調査で、本当に保護者、また、児童・

生徒の声からしても、オンライン授業やっていた

だけていないということを本当に重く受け止めて、

やっていっていただきたいなというふうに思いま

す。 

  その上で、やはりオンライン授業を受ける、受

けられるようになった中でも、出席扱いの取扱い、

各校によってかなり差があるなというふうに思っ

ております。やはり顔を見せずにやりたいという

子も中にはいるわけですけれども、顔を見せない

と出席扱いにはしないよというふうに言って、出

席扱い、毎日出ていても出席扱いにしてもらえな

い、そういったお子さんもいらっしゃいます。ア

バター使ったそういうバーチャルの登校なども認

めている例もあったり様々あります。 

  チャレンジ学級に行っている子は出席でもオン

ラインは出席できないよとか、校長の判断によっ

て、そこまで違いをもたらしたらいけないなとい

うふうに私も思っておりますが、ガイドラインに

ついては、出席扱いとかそのようなところはどの

ように考えているのでしょうか。 

○不登校施策推進担当課長 ガイドラインにつきま

しては、ＩＣＴの活用方法ですとかそういったも

のを考えておりましたが、確かに、校長判断とい

うところで、結構校長の感覚によって差が出てし

まうということもあるかと思います。ただ一方で、

国の基準というものを示されておりますので、そ

ういったものをしっかりと確認しながら、ＩＣＴ

の出席の判断についても、ガイドラインに盛り込

めるような形で検討の方はしてまいりたいと考え

ております。 

○水野あゆみ委員 是非お願いいたします。やはり

校長によっては、もう学校に来ることが第一義だ

とか、オンライン授業は不登校を助長するだとか、

様々な考えの方がいまだにいらっしゃって、本当

に、個人情報保護の観点から授業配信できないと

か、そういったお言葉も聞いたことありますけれ

ども、そういうのではなくて、しっかりガイドラ

インで示していっていただきたいなと思います。 

  また、その上で、この授業態度だとか、そうい

ったことも成績にも反映するというのが国のガイ

ドラインでも示されておりますので、成績の取扱

いですとか、反映状況そういったことも是非ガイ

ドラインに取り入れていただきたいなと思います

が、その辺いかがでしょうか。 

○不登校施策推進担当課長 水野委員御発言のとお

り、出席扱いもそうですけれども、やはり出席し

た上で、どのように成績に反映されるかどうかと

か、そういったところも児童・生徒、あと保護者

の方も気になる部分でもあるかと思いますので、

そういった内容もしっかりと検討の方してまいり

たいと考えております。 

○水野あゆみ委員 分かりました。また、ちょっと

この報告資料とは外れますけれども、予算委員会

でも訴えましたこの不登校児童・生徒への昼食代

の支援というところも訴えさせていただきました。

やはり生徒、また保護者等のしっかり実態を把握

して、そういった御飯を食べられているのかとい

うようなそういったところもしっかり実態把握し

ていっていただきたい。していきますという答弁

ございましたけれども、いま一度お伺いいたしま

す。 

○教育相談課長 予算特別委員会での御答弁も踏ま

えまして、まずは、スクールソーシャルワーカー

がいろいろな御家庭への家庭訪問等を行っており

ますので、スクールソーシャルワーカーが受理し

た不登校ケースを対象としまして、家庭訪問や学

校からの情報収集を通して、昼食も含めた子ども

たちの生活の状況をまずは４月以降、夏ぐらいを

目途に、様々なケース、実態を把握していきたい

と考えております。 

○水野あゆみ委員 私の関わっているケースでは、

やはり独り親家庭で、お米が買えないですとか、
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経済的に苦しいという家庭の方が多いわけです。

しっかりそうした子どもたち、家で何食べている

のかな、食べられていないのかなとそういった状

況、やはり食事というのは、勉強以上に大事な守

っていかなければいけないところだと思いますの

で、しっかり早急にやっていっていただきたいな

と思いますが、教育長いかがですか。 

○教育長 予算特別委員会での質問でもお答えいた

しましたけれども、いろいろ課題がありますので、

様々な勉強から、そういった生活面の部分から、

栄養の面も様々あるので、それは実態ちゃんと把

握しながら、優先順位は付けさせていただきます

けれども、その中で、不登校対策しっかりと取り

組んでまいりたいと思います。 

○水野あゆみ委員 今ＩＣＴ教育も進んで、かなり

多くの何十億円というお金使われていますけれど

も、優先度、優先順位から言ったら、子どもたち

の御飯、食事が優先度高いのではないか。まして

は、在籍の児童・生徒の中の不登校の話ですので、

しっかり優先度を高くしてやっていっていただき

たい。要望して終わります。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑ございますか。 

○小林ともよ委員 私の方からもＳＳＲのアンケー

トを見まして、全体的に毎日通う生徒が半数以上

いたり、居心地についても、とてもよいと答える

生徒の割合も増えて、利用したいと思っている生

徒も利用者生徒の９６％ほどになっているという

ことで、設置している意義は大変大きいなと思い

ます。 

  しかし、ちょっと気になった点がありまして、

イの２番目の（イ）居心地が悪いと回答した理由

が、「人数が多い」とか「人の視線が気になる」

「暴言がある」となっていますが、人数が多いと

いうのは、どのくらいの人数なのか、区はつかん

でいるでしょうか。 

○教育指導課長 具体的な人数というよりも、その

空間に人がやはり１０名だとすると、かなりたく

さんいるなという感覚があります。子どもたちそ

れぞれが、やはり課題があるお子さんたちが多い

ので、やはり２人でも人の目が気になるというお

子さんもいらっしゃいます。そういったところで、

そういう特性があるお子さんたちについては、２

人でも３人でも人が多いというような感覚がござ

いますので、そういったところは、どうやったら

それが拭えるのかというのは、個別に確認をしな

がら、対応していきたいと思っております。 

○教育指導部長 若干補足させていただきます。 

  今、学識に分析掛けていただいている内容が少

し出てきているのですけれども、やはり不登校に

なる児童・生徒は感覚が過敏というか、そういう

子が多い印象を受けています。なので、どうして

も人の声だとかざわざわが気になるという生徒は、

やはりＳＳＲにも人数にかかわらずいるのかなと

いうところ。あとは、やはり言葉遣いがちょっと

乱暴な子に対して、拒否感を感じるような生徒も

やはりいるのですけれども、そこは、やはり指導

員がうまく間に入って、ちょっと距離を取らせる

ようなことをやりながら、自分たちでうまくコン

トロールできるようになっているような様子は、

見て取れております。 

○小林ともよ委員 そうですね。ＳＳＲに対する要

望でも、今、田巻教育指導部長が言ったとおり、

ちょっと過敏な子どもたちがやはりＳＳＲに通っ

ているのかなということが分かる要望が出ていま

して、個室、周りから見えない壁が欲しいですと

か、完全に視線を遮られるスペースが欲しいとい

う要望が出ています。これを見たときに、日本共

産党区議団として、以前葛飾区の清和小学校の自

閉症・情緒障がい特別支援学級を視察したのです

ね。そうしたら、その教室がやはりそういうこと

になっていて、きちんと一人一人のスペースが確

保されていて、パーテーションで区切られている

のですけれども、落ち着いて学ぶ環境がありまし

た。 
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  足立区内には、そういう情緒学級は今ないとい

うことで、ある保護者からそれが理由で、川崎市

に引っ越しするという話を聞いたことがあります。

あと、もう１人の保護者は、子どもが通級で、だ

けれども特別支援学級にいたいと言っているけど

も、それはできないから不登校になりがちだとい

う話も聞いたことがあります。 

  ＳＳＲ、本当に重要だと思いますけれども、情

緒学級、足立区でも設置するという検討はされた

ことありますでしょうか。 

○支援管理課長 現在、情緒障がいの固定学級につ

きましては、検討はさせていただいているところ

です。昨年１１月と本年２月に、特別支援教育検

討委員会というのを開催させていただきまして、

議論はさせていただいております。 

  引き続き議論させていただいて、来年度も議論

させていただきたいと思っております。 

○小林ともよ委員 やはりこういったところに、障

がいというかグレーの子どもたちがこういう場所

を求めているということも今回のアンケートで分

かってきておりますので、是非その点を進めてい

ただきたいと思います。 

  すぐに情緒学級設置できないという状況ではあ

りますけれども、このＳＳＲというのは、自由に

家具のレイアウトなど変えることができますので、

そういったような環境ができるように整えていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○教育指導課長 空間の中で、例えば植物を使って

人が見えないようにするとか、パーテーションと

なると、少し狭いなという印象があるので、植物

とかをうまく利用しながら、人と目が合わないよ

うなそんなところを工夫していきたいと考えてい

ます。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑ございますか。 

○鹿浜昭委員 私からも何点かお聞きします。 

  オンライン授業で、３分の１が今実施していな

いという結果が出て、私もちょっと詳しくは知ら

なかったのですけれども、これまでこんなにやっ

ていないのかというのが実感でした。 

  区教委の方も、環境面でＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋ

の今５年目で、大分故障も多かったというような

話も聞いて、修繕費も掛かってしまったというよ

うな報告もこの前受けましたけれども、いわゆる

ハード面でできないという言い訳を学校長に作っ

てはいけないというふうに思うのです。 

  今、不登校施策推進担当課の方で、いわゆるそ

の専門にこのオンライン授業の担当者という方は

何人いらっしゃるのですか。 

○石毛かずあき委員長 お答えできますか。 

○不登校施策推進担当課長 このような不登校児

童・生徒に対してのオンライン、アドバイスする

ようなそういった専任の人材は、現在おりません。 

○鹿浜昭委員 いないのだろうなと思ったの。だか

ら、区教委の真剣、やる気というか、この全部に

求めたい人に与えてあげるという、その基本的な

オンライン授業を、私、全部欲しい人には配信し

ていたのかなというふうに思っていたのね。それ

がいわゆる学校長が要望がないとか、１７校も保

護者の意向を確認しているが配信の希望がないと

いうのは、これは、本当に教育委員会の方へ確認

されましたか。 

○不登校施策推進担当課長 アンケートの結果から、

このような１７校が保護者に意向を確認している

が配信の希望がないというところで、回答の方は

得ております。 

○鹿浜昭委員 実態を確認したのですか。 

○不登校施策推進担当課長 申し訳ございません。

現在こちらの該当校については、まだ詳細につい

ては、確認の方はできていない状況でございます。 

○鹿浜昭委員 ちゃんとそういうのを裏を取って。

校長がうそを付いているということはないでしょ

うけれども、やはり言い訳の 1つとして、要望が

ないところには、当然希望がないところに配信と

いうのは、いかがなものかと私も思います。 
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  やはり実態として、もっと何か大分、さっきの

水野委員からの話ではないけれども、何年たって

も何か進んでいないような気がするのね。基本的

にちょっと遅過ぎますよ。もっとやはり力入れる

なら力入れていかないと。こういうことに対して、

やはり国の方針がこうだからというのではなくて、

区として、区教委として、どうするべきかという

ことをもっと真剣に考えてあげて、進めていって

あげたい。教育長いかがですか。 

○教育長 やはり不登校の原因の大きなものの中に、

学習の遅れがあって授業に付いていけないという

ことが理由としてありますので、こういったオン

ラインの授業とかそういった様々な学びの機会を

きちんと確保してあげないと、本当に学校に戻り

たくても戻れないという状況になってしまうので、

優先順位高く、この点はしっかりと取り組んでい

きたいと思います。 

○鹿浜昭委員 希望する子には、やはり必ず実施し

てあげていただいて、その環境は、区教委が作る

しかないのではないかと思うのだよね。だから、

ある程度やはりこの辺に強い専門家の方を雇い入

れるとか、何かしていかなかったらちょっと進ま

ないような気がするので、是非その体制作りもし

っかりと区教委考えてあげて、進めていっていた

だきたいと思います。要望させていただきます。 

  それと、ＳＳＲの件なのですけれども、アンケ

ート結果を見ても本当に学校とのつながりという

のかな。不登校児童・生徒がＳＳＲがあるから何

かつながっているという感じをすごく受けていて、

それによって、どうしても不登校になってしまう

と学校のことがすごく遠くに感じるようになるの

だろうけれども、頭の片隅にこのＳＳＲがあるか

らこそ給食を食べに行ったり、放課後だけに参加

したり、こういうことは、全然僕はオーケーだと

思うのですよ。だから、そういう子たちもいるし、

いろいろな多様性があるわけですから、その子に

合ったＳＳＲの考え方というのは、当然あってし

かるべきだと思うし、教育委員会もしっかりその

辺は理解してあげていただきたいなというふうに

思う。 

  通信制高校に決まったという子たちも、ＳＳＲ

があるから入学も決まったと言っても過言ではな

いのかなというふうに私は感じました。やはりそ

ういった意味で、すごくいい意味でメリットが十

分あると思うのだけれども、ＳＳＲ指導員がなか

なか人材不足で決まらないというか、今募集は掛

けているかと思うのだけれども、対価の月２０万

１，０００円というのが、これはいかがなものか

というふうに思うのだけれども、今、状況はどう

なのですか。 

○教育指導課長 来年度１５校開設する予定でござ

いますけれども、管理者の方は全て賄えていると

いうところでございます。その次のプラス１０校

につきましても、引き続き募集の方は、次年度掛

けていきたいと思っております。 

○鹿浜昭委員 令和８年度という、俺は前倒しでも

構わないと思うのね。だから、これだけいいこと

なので学校長も欲していると思うのですよ。校長

会などでも、何でうちの学校、令和９年になって

しまったのかなんて思っている校長もいるかと思

います。是非前倒しでも実行できるように、ちょ

っと体制を進めることは、私はいいことだと思う

ので、是非その辺も併せて考えていっていただき

たいと思うのですけれども、いかがですか。 

○教育指導課長 残り１０校につきましては、次年

度校長としっかり打合せをさせていただきながら、

例えば、空き教室があれば、そういったところは、

すぐにでも環境が整っていなくても、教室があれ

ばそういった空間ができるということなので、運

用はできるかなというふうに思っております。 

  年度の途中でも、試行ということで、先に始め

るということは可能は可能だと思いますので、そ

こは、柔軟に対応していきたいと考えてございま

す。 
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○鹿浜昭委員 ＳＳＲルームを作る環境というのは、

今変わらないと思うし、令和９年度もう今から検

討していっても十分いいだろうし、そんなに部屋

作るのに１００万円ぐらいでしたか、そんなに掛

からないよね。費用的に大きく掛からないと思う

ので、是非これだけいいことなので、柔軟な体制

で、前向きに検討してお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑ございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派から御意見を求めます。 

○水野あゆみ委員 継続でお願いします。 

○鹿浜昭委員 継続でお願いします。 

○小林ともよ委員 採択でお願いします。 

○中島こういちろう委員 継続でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 これより採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

[賛成者挙手] 

○石毛かずあき委員長 賛成多数であります。よっ

て、継続審査と決定をいたしました。 

  続きまして、６受理番号２を単独議題といたし

ます。前回は継続審査であります。 

  最初に、追加署名の提出がありましたので、区

議会事務局次長から報告をお願いいたします。 

○区議会事務局次長 ６受理番号２の陳情につきま

しては、３月５日付で４７名の追加署名の提出が

あり、合計で５，８８４名になりましたので、御

報告いたします。 

○石毛かずあき委員長 執行機関は何か変化ありま

すか。 

○教育指導課長 特に変化はございません。 

○石毛かずあき委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○小林ともよ委員 現在足立区では、教員の負担の

軽減のために、部活動の外部化が始まろうとして

います。私たちも予算要望として出させてもらっ

ているのですけれども、現場の教員からは、プー

ルの指導補助員、１学年２学級以下の学校にも必

ず配置してほしいという要望が出ています。この

点は、今検討されていることはございますか。 

○教育指導課長 現在のところは、この基準に従っ

て、配置しているところでございますけども、学

校の要望につきましては、これからも聞いていき

たいというふうに考えてございます。 

○小林ともよ委員 やはりプールの指導となります

と、人数少なくても１人というか補助の方がいな

いと大変だということもありますので、是非その

辺を前向きに検討していただきたいと思います。 

○石毛かずあき委員長 よろしいですか。 

  他に質疑ございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から御意見を求めます。 

○水野あゆみ委員 今まで様々教員の働き方改革も

求めてまいりましたけれども、また来年度もアン

ケートも実施していただく予定になっております

ので、しっかり教員の声を聞きながら、できると

ころは、部活動もそうですけれども、外部委託化

などそういったところも是非検討しながらしっか

りと進めていっていただきたいと思います。継続

でお願いします。 

○鹿浜昭委員 継続でお願いします。 

○小林ともよ委員 まだまだ教員の働き方改革不十

分だというところで、更なる支援の拡充と、そし

て、何より教員を足立区独自で増やしていくこと

も必要だと考えますので、採択でお願いします。 

○中島こういちろう委員 継続でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 これより採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

[賛成者挙手] 

○石毛かずあき委員長 賛成多数であります。よっ
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て、継続審査と決定をいたしました。 

  次に、６受理番号４を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関は何か変化ございますか。 

○支援管理課長 特段変化ございません。 

○石毛かずあき委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○小林ともよ委員 ペアレント・メンターの方々で

すけれども、今、様々な活動に関わり合っていた

だくようになったと思います。足立区内での活動

の充実もありますが、昨年７月の文教委員会で、

ペアレント・メンターへの報酬が１人当たり時給

１，５００円、コーディネーター料が５，０００

円ということでした。事務所を別に借りていると

いうことがあり、家賃が払えないという声を区の

方に届けましたけれども、こども支援センターげ

んき内に事務所をという声、区は何かできるとこ

ろから検討すると、その際は答弁していましたけ

れども、何かその後検討されているでしょうか。 

○支援管理課長 こども支援センターげんきに事務

所を持っていくことにつきましては、正直言いま

して、職員の執務スペースも正直足りない状況で

なかなか難しい状況ですので、引き続き何ができ

るかは、検討はしていきたいと思っております。 

○小林ともよ委員 区のためにというか、区の事業

でもたくさん活動していただいておりますので、

家賃補助なども考えていただければと思いますが、

いかがでしょうか。 

○支援管理課長 今、一緒にやらせていただいてい

る法人の方々は、また、今ある事務所の中で、別

の事業も多分やっているということがありますの

で、その点についてまで家賃補助も出てしまうと

いう可能性があると、また、補助の仕組みからち

ょっとずれてしまう部分もありますので、そこも

何ができるかというところを検討させていただけ

たらと思います。 

○小林ともよ委員 是非検討を進めていただきたい

と思います。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑はございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から御意見を求めます。 

○水野あゆみ委員 継続でお願いします。 

○鹿浜昭委員 継続でお願いします。 

○小林ともよ委員 継続でお願いします。 

○中島こういちろう委員 継続でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 これより採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに御異議ございま

せんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 御異議ないと認め、継続審

査と決定をいたしました。 

  次に、６受理番号１０を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関は何か変化ございますか。 

○学校施設管理課長 特段変化はございません。 

○石毛かずあき委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○水野あゆみ委員 来年度、遮熱レースカーテンを

付けていただく予定となっておりますが、大体い

つ頃付けてもらえる予定なのでしょうか。 

○学校施設管理課長 先日、議会の方で承認いただ

いて、本契約が実施になりましたので、早速、業

者の方は各学校に採寸に入って、出来次第発注、

製造というふうに取り掛かっております。出来次

第、各学校には随時納品する予定で、本格的に暑

くなる前の５月中までには収めたいというふうに

考えてございます。 

○水野あゆみ委員 分かりました。また、付けた後

の温度を測ってみたりですとか、効果なども検証

していただきながら、また私も最上階４階と３階

がそれほどまで中の温度が変わるとも思えません

ので、またそうした取組もいろいろな階で検証し

ていただきながら、是非やっていただきたいなと
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思いますが、その辺いかがでしょうか。 

○学校施設管理課長 今回、まず最上階の方に設置

させていただいて、そのあとこの夏以降、学校の

方の効果ですとか、そういったものの声を聞きな

がら、それ以外のところには、どういったことが

できるかというのは、様々模索していきたいと考

えてございます。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑ございますか。 

○小林ともよ委員 東京都の令和８年度予算案で、

学校の普通教室の断熱１平米当たり７，０００円

上限で、２分の１補助が出ることになっています。

これを活用して、今、水野委員からもありました

けれども、上層階だけでなく下層階、又は、壁面

や天井などの断熱にも取り組んでいくべきだと思

いますが、どうでしょうか。 

○学校施設管理課長 東京都の令和８年度から始め

る補助なのですけれども、例えばエアコンリース

の更新のときにも、新たに２分の１補助を出すと

いう仕組みなのですけれども、こちらの方条件が

ございまして、リースの更新の場合、設置する教

室にプラスアルファで断熱化の対応をすることと

いうことで、例えば遮熱カーテンを付けるなどと

いうふうになっております。ですので、足立区の

リースの方、令和１０年６月までということにな

っておりますが、これからリースの更新というこ

とを段階的に計画を検討しているところでござい

ます。そのときに、都の補助事業が続いているの

であればリースの更新と併せて、補助を受けつつ、

遮熱レースカーテンを更に付けていくということ

も補助を受けながらセットでできるということも

考えられますのでそういった活用するのか、それ

とも、やはり暑さは待ったなしですので、それと

は別に、遮熱レースカーテン等は、様々な暑さ対

策をしていくのか。まだその辺東京都の詳細な補

助というのは出ておりませんので、そういったも

のをどの程度先行して、そういった対応をしたら、

その更新の際にもそれは補助の対象になるのかと

か詳細は聞き取りながら、どういったことが有効

的に活用できるのか、どういった対策ができるか

というのは検討していきたいと考えてございます。 

○小林ともよ委員 私、東京都の令和８年度の予算

案の冊子を読んだのですけれども、多分単独でも、

断熱では補助が出ると思うのですね。その点確認

しておりますか。 

○学校施設管理課長 すみません、私どもの方で説

明を聞いた限りでは、断熱化の改修、例えばそう

いった遮熱カーテンを付けるというのは、リース

の更新の際のセットという条件付きでというとこ

ろもありますので、また詳細につきましては、し

っかりと東京都に確認取って、最大限に活用して

いきたいと考えてございます。 

○石毛かずあき委員長 よろしいですか。 

  他に質疑ございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの御意見を求めます。 

○水野あゆみ委員 今、予算も成立して、順次レー

スカーテンの設置も進めていっていただけるとい

うことと、また、下層階についても様々検討いた

だけるということで、是非採択でお願いをいたし

ます。 

○鹿浜昭委員 陳情の要旨は大まか満たされたと思

いますので、採択でお願いいたします。 

○小林ともよ委員 壁面の断熱などは、まだされて

おりませんので、これから更に進めていく必要が

あると思いますので、採択でお願いします。 

○中島こういちろう委員 これからいろいろカーテ

ンのところを進めていくということですけれども、

引き続き前に進めていただきたいということで、

採択でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 それでは、これより採決を

いたします。 

  本件は、採択すべきものとすることに御異議ご

ざいませんか。 
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[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 異議なしと認めます。よっ

て、本件は、採択すべきものと決定をいたしまし

た。 

  続きまして、７受理番号５を単独議題といたし

ます。 

  前回は継続審査であります。 

  最初に、追加署名の提出がありましたので、区

議会事務局次長から報告をお願いいたします。 

○区議会事務局次長 ７受理番号５の陳情につきま

しては、３月１１日付で７４名の追加署名の提出

があり、合計で１，１８４名になりましたので、

御報告いたします。 

○石毛かずあき委員長 また、報告事項４「図書館

を使った調べる学習コンクール」全国審査の結果

についてが本陳情と関連しておりますので、併せ

て、執行機関から御説明を求めます。 

○教育指導部長 報告資料の９ページをお開きくだ

さい。 

  「図書館を使った調べる学習コンクール」の全

国審査の結果についての御報告になります。 

  前回の委員会では、区コンクールの結果をお知

らせしましたが、今回は全国審査の結果でござい

ます。結果としましては、文部科学大臣賞が１名

ということで、今回初めて受賞することができま

した。また、入選としては優良賞１１点、奨励賞・

佳作合わせて１７６点という結果でございました。 

  （３）の表に、それぞれ作品名を記載させてい

ただいておりますけれども、この江北小学校の１

年生につきましては、昨年、夏休みに地域図書館

で行った調べる学習講座に参加した児童でした。

こちらの学校図書館スーパーバイザーの指導を受

けて、それで興味を持って、更に、取組を進めて

くれたということで、講座が契機となったという

ことでは、我々としても非常に手応えを感じてい

るところでございます。大変うれしく思っており

ます。 

  次のページ、２の今後の方針でございますけれ

ども、作品等については、ホームページで紹介す

ることと併せて、来年度も早めに学校に周知をし

て、更なる調べる学習の質を高めてまいります。 

  以上でございます。 

○石毛かずあき委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○小林ともよ委員 今回「図書館を使った調べる学

習コンクール」で文部科学大臣賞受賞だけではな

く、多くの児童生徒が受賞していることをすごく

うれしく思います。作品名を本当に読んだだけで

も、その中身を知りたくなるようなものばかりで、

本当にすごいなと思っています。 

  この背景には、今言われたとおり、図書館支援

員や図書館司書の方のサポート、必要不可欠なも

のだったと思いますが、いかがでしょうか。 

○教育政策課長 今、小林委員おっしゃっていただ

いたように、また、教育指導部長からもありまし

たように、図書館スーパーバイザーの活動といい

ますか支援も１つの契機にはなっているかと思い

ます。 

○小林ともよ委員 本当に、頑張って図書館支援員

の方や司書の資格を持っていても、今、時給１，

４００円と小学校の方はなっているのです。予算

で見ますと、中学校の図書館司書１人当たりの予

算よりも、派遣会社への支払の方が多いことにも

なっています。給与は低くなっているということ

で、子どもたちの実力にきちんとつながるような

仕事ができる方たちだと、今回のコンクールの結

果を見て私も感じているところです。 

  やはり小学校も中学校のように、正規で５日間

配置していくという検討を今から進めていくべき

だと思いますが、いかがでしょうか。 

○教育政策課長 今、小林委員おっしゃっていただ

いたように、こういった学校図書館支援員の活動

も子どもたちにとって役に立っているというのは、

本当に分かったことだったと思います。また、小
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林委員おっしゃったように、これから派遣からま

た常勤、直営でやるとかいう検証につきましても、

今後様々検討していきたいと思います。 

○石毛かずあき委員長 よろしいですか。 

  他に質疑はございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から御意見を求めます。 

○水野あゆみ委員 継続でお願いします。 

○鹿浜昭委員 継続でお願いします。 

○小林ともよ委員 採択でお願いします。 

○中島こういちろう委員 継続でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 それでは、これより採決を

いたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

[賛成者挙手] 

○石毛かずあき委員長 賛成多数であります。よっ

て、継続審査と決定をいたしました。 

  次に、（８）受理番号１を単独議題といたしま

す。 

  本陳情は、新規付託でありますので、執行機関

の説明を求めます。また、報告事項（５）が本陳

情と関連しておりますので、併せて執行機関に説

明を求めます。 

○教育指導部長 陳情の要旨でございますけれども、

いじめを発生させないようにという趣旨でござい

ます。 

  学校経営の点、教職員間でのハラスメントをし

ない、また研修の充実、そして児童・生徒をいじ

め防止教育の充実とともに、子どもたちが主体と

なって、防止活動の取組を進めるべきといった内

容でございます。 

  内容及び経過につきましては、学校経営のとこ

ろでは、いじめ防止については、教育課程の中で

必ず位置付けているということですとか、いじめ

防止の基本方針というのは各校で定めており、い

じめ対策委員会による校内研修等を実施している

といった内容でございます。 

  また、教職員の間では、教師間でいじめ、ハラ

スメントをしない、これは当然取り組んでおりま

す。また、研修の充実というところでは、これも

例年行っているのですけれども、令和７年度のい

じめ防止研修は、記載のとおりブラッシュアップ

させていただいております。 

  組織体制の強化と法制度の周知の徹底、そして、

教職員の資質向上と子ども主体の環境作りという

ことで、重点的に研修いたしました。また、児童・

生徒のところでは、いじめ防止教育の充実と併せ

て、この子どもたち主体の取組というのは、各学

校の取組の状況を生徒会交流会の場で共有し合う

などして、充実につなげているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○石毛かずあき委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○教育指導部長 申し訳ありませんでした。報告資

料の説明をさせていただきます。１２ページでご

ざいます。 

  いじめアンケートの第２回の結果でございます。

３の（２）のところなのですけれども、今年度か

ら設問の構成を改めておりまして、まずは、いじ

めうんぬんの前に、「学校生活は楽しいか」とい

うところから聞かせていただくような構成にして

おります。 

  また、（４）では、「いじめられたことがある」

ですとか、（５）では、いじめの様態についてと

いうことで、表とグラフでお示しさせていただい

ております。 

  次の１４ページの４番、アンケート結果の分析

につきましては、「学校は楽しい」ということに

対し、否定的な回答をした子どもが一定数いると

いうこと。また、いじめられたときに小学校では

「家族に相談した」、中学校では「先生に相談し
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た」という回答が多いのですけれども、中学校に

おいては、教員が信頼関係を非常に子どもと構築

していく必要があるといった課題に対して、それ

ぞれ対応記載してございます。 

  また、３番目になりますけれども、日本語の読

解が困難な児童・生徒が一定数いるわけでござい

ますけれども、こちらについては、来年度いじめ

アンケートシステムを導入いたしますので、その

中で多言語対応してまいります。 

  今後の方針につきましては、この結果を校長会

等で共有するとともに、概要を公表して、児童・

生徒が相談しやすい環境作り改めて構築してまい

ります。 

  以上です。 

○石毛かずあき委員長 失礼いたしました。改めて、

小林委員お願いいたします。 

○小林ともよ委員 今説明されたアンケートなども

通じて、いかにいじめを早期に発見していくかと

いうことが現場で奮闘されているなということは

分かるのです。やはりこの陳情にもあるように、

いじめは許されないというそういった正義感を子

どもたちがどれぐらい持てるか、駄目だと分かっ

ていても自分が指摘したらいじめられるかもしれ

ないという思いから、なかなか注意できなかった

りですとか、例えば自分がいじめられていなくて

も怖くて学校に行けなくなるということも起きる

と思います。 

  やはり子どもたちの中で、いくら相性が合わな

い子でもいじめちゃいけない、いじめを発見した

ら駄目だよと言えるそういった勇気とか、そうい

った文化が作られていくことがとても重要だと私

も思っております。 

  私も自分で経験した中で、いじめ、いじめられ

るみたいなことは、皆さん育っていく中であった

と思うのですけれども、ある日勇気を持って、い

じめは駄目だと言ったことがあったのですね。そ

のときに、周りの友達がちゃんとやめてくれた。

それが私にとって、すごいプラスになって、更に

安心して学校に通えるようになったという、自分

の経験からもそれも経験していますので、是非そ

ういったいじめは駄目だということが積極的に言

えるような文化が学校の中で築けるようなことを

区もサポートしていくべきだと思いますが、いか

がでしょうか。 

○教育指導課長 小林委員御発言のとおり、子ども

たちにそういう気持ちを生んでいくということは、

非常に大事というふうに思っております。 

  各学校では、年間各学年３５時間の例えば道徳

の中で、これまで体験したことのないものを疑似

的に体験して、そういった経験をしながらそうい

う感覚を身に付けていくという取組を行っており

ます。また、特別活動の中では、具体的な手法に

ついても勉強しているところなので、そういった

ところを様々子どもたちに経験させて、そういう

力を付けていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○小林ともよ委員 やはり自分がいじめられたとき

にＳＯＳを出すとか、あと、そういうことをしな

いでほしいと伝えることも重要だと思うのですけ

れども、その周りの人たちが一緒に言ってくれる

ということが、やはり１人の子どもを救うという

ことにつながっていくと思いますので、積極的に

その辺よろしくお願いいたします。要望です。 

○しぶや竜一委員 このアンケートのところでお聞

きしたいのですけれども、先ほどの説明の中であ

ったように、小学校では家族に相談してというと

ころで、中学校では教員等の、逆に言えば中学校

では、先生との距離感というか信頼されている関

係がちゃんと保たれているのかと思うのですけれ

ども、正に、先ほど説明でもあったように、小学

校では、家族にというところで、私もこれを最近

ちょっと周りで聞いたところによりますと、やは

り実際いじめられている子は、家族に相談するケ

ースが多くて、その後の対応の学校のところを見
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ると、名前は伏せさせてもらいますけれども、言

えば多分教育指導課長には、後で分かってしまう

かもしれないけれども、実は、そういったところ

が学校のフォロー、対応がかなり重要だなと思っ

ている中で、ちょっと致し方ないというか、対応

があまりにもひどいなというケースを、私は何度

か耳にしました。 

  例えばなのですけれども、いじめというのは、

対立し必ず起こるもので、同じ教室にいたくない

から不登校になったりとか、そういったケースが

多分ある程度多いのかなとは思うのですけれども、

それなのに戻ってきたら、最初は、同じ別室でち

ゃんと授業を受けていたのに、だんだん何を根拠

に戻ったのかということが分からないまま、同じ

教室に戻してしまったら、また学校に行かなくな

ったとか、そういうケースを実は１人、２人では

なくて、結構聞くケースが自分は多いのですよ。

そういった中で、小学校の学校の先生の距離感が

遠くなれば、これは当然だなと。私自身も、すご

いこのアンケートを見る前に感じていたところで、

これを見てからも当然だなと感じるところでござ

います。 

  それを当然正していくのは、是正していくのは、

区がしっかりとしていただきたい、サポートして

いただきたいと思う中で、今後多分その小学校の

先生方の距離感とか、特に、若い世代の教員の方々

に対しても、それは、やはりしっかりと行き届か

ないところはあるかもしれないのですけれども、

やはりそこは、ちゃんと学校長、副校長をはじめ、

これはもう一度ちゃんとしっかりと正していく必

要があるのではないかと思うのですけれども、指

導であったり、その辺についていかがですか。 

○教育指導課長 先ほどのオンライン授業も同じな

のですけれども、まずは、校長の考え方が少し前

の考え方で対応している部分がございまして、そ

ういったところからまず変えていくしかないとい

うふうに思っております。 

  今の課題としては、まずはしっかり見付ける、

早く見付けて早く対応するということなのですけ

れども、この対応の仕方については、やはり差が

ございます。こういったところは、令和８年度に

つきましては、研修の内容を少し変えまして、事

例研修会というのを職層ごとに、少し事例を与え

て、どういうふうに対応したら、こうなったとい

うことも、過去の事例も出しながら、そういった

事例検討会も行っていきながら教員の研修を行っ

ていきたいと思います。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。ＳＳＲ

とか様々なそういった不登校施策に関連するとこ

ろもございますけれども、いろいろ増えている中

で、やはりそもそも論は、増やさないことが目的

ですし、いじめをなくすことにもつながるという

ところであると。 

  やはりそういったところで、なかなか先ほど他

の委員の方もございましたけれども、なかなか進

歩がなくて変わっていかないというところで、で

も、今、教育指導課長がそういった研修会などを

少し変えてみて実践していくということなので、

そういったところも周知私たちにも教えていただ

きたい。内容とかも踏まえて、検証結果も教えて

いただきたいなと思っております。 

  また、このアンケートの１３ページ、このいじ

めの「家族に相談した」「先生に相談した」、本

当に相談できる環境があるだけでも当然いいなと

思うのです。 

  いじめ相談メールやいじめ相談ダイヤル等に相

談したというところなのですけれども、なかなか

子どもたちもはじめ、いじめ相談メールやいじめ

相談ダイヤル等に相談するハードルが高いと思っ

ている中で、この件数なのかと思うのですけれど

も、これは逆に言ってしまえば、どうしてこれは、

いじめ相談メールとか、この家族相談以外だから

というのは分かるのですけれども、これはなぜ相

談メールとか相談ダイヤル等を、これはどういう
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ふうな経緯で知ったのかとか、そういったことは

そういった調査のアンケートとかに対して、実際

に相談を受けた子どもたちに対して聞いたことと

いうのはありますか。 

○教育指導課長 実際に相談してきたお子さんたち

に対して、どこで知ったのかというそういった具

体的なアンケートはまだ取っていないところでは

ございますが、なるべくいろいろなところに周知

の方法を工夫しながら出していこうとは考えてい

ますので、そういったところも参考にしながら今

後進めていきたいと思います。 

○教育指導部長 補足させてください。 

  タブレットを開くと、「あだち学校ＩＣＴ情報

広場 ｆｏｒ Ｓｔｕｄｅｎｔｓ」というところを

まず開いて、その中でも、いじめ相談、ウィンド

ウがすぐあるので、子どもたちはかなりなじみが

あります。 

  この期間で、小学校４３件、中学校４件しかな

かったと書かれておりますけども、肌感覚として

は、毎日数件届いていて、都度指導主事が学校へ

確認してということでやっているので、かなり早

期に、予防というか早期解消にはつながっている

感覚はございます。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。今の教

育指導部長の答弁で、確かに今言われてみれば自

分も今、教育指導部長の答弁で思い出したと思っ

ていて、確かにそういった掲載があることによっ

て、子どもたちの安心につながったりとか、そう

いった相談ケースにつながるのであれば、周知徹

底といういじめのことに関しては、もう既にでき

ているのかなと今聞いて、確かに今思い出しまし

た。 

  ただ本当に、今、教育指導課長からも教育指導

部長もおっしゃっていましたけれども、やはりそ

ういったところで、何でもこれは不登校施策でも

何でもそうなのですけれども、これは毎回いろい

ろなところでも言わせていただきましたけれども、

何でそのいじめ相談メールやダイヤルにつながっ

たかというのは、その子どもたちの意思なのかと

か、家族の意思だとか、そういったことをそこの

細かい詳細部分まで拾っていくことがやはりちゃ

んとした子どもたちのいじめの防止対策に正しく

つながっていくのかなというのが深く掘り下げて

いくことによって、掘り下げないよりは掘り下げ

た方がいいと思いますし、何かそういった意図的

な、たまに気軽なことでも、本当に教育指導部長

が今おっしゃったようにいいと思うのですよね。

そういったところでも相談がありますよというと

ころも、やはり子どもたちの居場所であったり、

そのはけ口であったり、そういったときのために

こういった相談窓口・相談メールがあるわけです

から、そういったところの検証も実際に今後は行

っていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○中島こういちろう委員 私からも１点だけ確認を

させていただきます。 

  先日、私も子どもの習い事を見ていた際に、簡

単に言うと、からかいがいじめとつながっている

部分が結構強いのではないかというふうに感じる

部分がありました。最初は、子ども同士がお互い

がふざけ合っている状態が、ちょっとエスカレー

トして叩くになったりとか、子ども同士のトラブ

ルだったりとかというのは、いろいろあると思う

のですけれども、ただ、からかいといじめの線引

きだったり、ふざけ合いといじめの線引きという

のは非常に難しいというふうに思っていて、そこ

を線で引くというのが、どうしても先生だったり、

保護者にはなかなか難しいと。そういう観点も含

めて、何かあったらちゃんと相談をしようね、い

じめと疑わしいものは何でも言おうねというとこ

ろが非常に私は大事なのかなというふうに思って

いるのです。 

  そう考えたときに、今報告の資料の１３ページ

目のところで、令和５年、令和６年、令和７年度
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と、それぞれ冷やかしだったりとか、いろいろな

理由を挙げているところがあるのですけれども、

ちょっと令和７年度に関しては、年度ごとの各月

を比較すると、結構少なくなっているのかなとい

うふうに思うのですよね。例えば、令和５年の冷

やかしとかの６月は、小学校で約３，０００件、

令和６年も６月で３，０００件、令和７年６月が

１，２００件ということで、ちょっと極端なこの

数の少なくなり方、これは何か理由があるのでし

ょうか。 

○教育指導課長 明確な理由を確認しているわけで

はないのですけれども、今、言葉によるいじめの

中で、例えばよかれと思って、「早く話しなよ」

とか「発表した方がいいよ」とかという、その促

したことが嫌だったと。そういったことも人によ

っては嫌な思いをするんだよということは、これ

は、例えば先ほどの道徳とか特別活動の中で、こ

の１、２年はかなり言われてきている。そういっ

たところもいじめにつながるんだよということは、

先生たちの方でかなり促しているところなので、

そういったところで、子どもたちは、言葉につい

て少し気を付けるようになってきている表れなの

かなということは推測はされます。 

  以上です。 

○中島こういちろう委員 これは、言葉の話だった

ら、からかい、冷やかしは分かるのですけれども、

「仲間外れ」「無視」とかも件数減っているので

すよね。何か結構極端に数が減っているというの

が私はすごい気になっていて、これが、だから道

徳の結果で、通報というか自分がそこに該当しな

いという子が増えているのか。何かしら要因があ

るのでしょうか。 

○教育指導課長 この細かいところの分析につきま

しては、個表の中を少し洗ってみたいと思います

ので、また改めて報告をさせていただきますが、

アンケートの内容が今年度からちょっと入り口が

少し変わったということも、もしかすると関係し

ている可能性はありますので、そこの原因につい

ては、改めて確認をしていきたいと考えてござい

ます。 

○中島こういちろう委員 先ほど申し上げたとおり、

この件数が私上がってくること自体は非常に大事

なことで、出てきたものに対して適切に対処して

いく、それが、からかいとか冷やかしであれば、

早期に止めることもできるかと思いますし、逆に

重大なものに関しては、より深く御対応いただい

ているかと思うのです。 

  そういった仕組みを、何かこの数値的だとかな

り極端な直近に３年間の中でいくと変化があるの

で、是非そこは、また整理をしていただいて、御

報告いただけるとうれしいなと思います。要望で

よろしくお願いします。 

○水野あゆみ委員 私も今回こういった陳情が上が

ったこと自体、いじめに対して深刻な状況があっ

て、こうした陳情を上げてこられたのかなという

ふうにちょっと推察したのですけれども。ただ、

この内容を見ると、やはりいじめが起きないよう

なそうした教育をしっかりやっていってほしいと

か、教員間同士の研修をというような陳情内容で

はあるのですけれども、私もやはりいじめの相談

というのは少なからず受けており、やはり加害者

側からも、また被害者側からも受けてきました。 

  やはり区立の中学校ですけれども、入った当初

からすぐにいじめが始まって、中学１年生の子で

したけれども、中学２年生の男の子たちに強く蹴

られたりとか、そうした逃げられない状況だった

のかというと、やはり帰りに待ち伏せされたり、

そうしたところで頻繁に暴力を振るわれて、先生

にも相談したけれども、なかなかそれは学校外で

やられることもあったりして、とうとう毎日行く

ことが怖くなり不登校になったとか、そうした相

談も受けました。また、加害者側からも、中学３

年生の男の子たち、本当に集団で１人の暴行をし

てしまって傷害事件に発生したとか、このいじめ
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アンケートには、もしかしたら載っていないこと

かもしれないですけれども、結構本当に重大事態

かなというようなことが発生している中で、子ど

もたちが相談をしても、それでもなかなか不登校

になってしまうとか、そのいじめの原因が取り除

けなかったというような事態があるのだなという

ことを悲しく思っております。 

  この先生たち教員の対応としては、やはりしっ

かりこの子どもたちのそうした不安とか、いじめ

の状況を取り除くことが第一位かなと思うのです

が、こうした状況、どのようになっているのでし

ょうか。 

○教育指導課長 まず学校の方で把握した後なので

すけれども、両方の保護者ですとか、場合によっ

ては、先ほどの暴力行為については警察ですとか、

また、１４歳未満については児童相談所の方と相

談をしながら、よりよい形で進めていくというこ

とを取ってはいるのですけれども、なかなかその

関係機関をつなぐつなぎ方ですとか、それぞれの

事例が前に研修を受けたものと違っている場合も

ございますので、その都度臨機応変にというとこ

ろがまだまだ十分ではないところもございますの

で、そちらは、こちらの方でしっかり学校を支援

しながら一緒に解決していきたいというふうに考

えてございます。 

○水野あゆみ委員 学校の先生がまず相談を受けて

対応していくことが大事とは思うのですけれども、

やはりこれだけ重大事態に発生するようなものと

いうのは、先生の手にも負いかねると思いますの

で、しっかり教育委員会としても、そうした体制

の確保、整備というのをしっかりお願いしたいと

思いますが、いかがですか。 

○教育指導課長 まず、教育指導課、教育委員会の

方では、各関係の例えば警察ですとか児童相談所

とか、そういうところは、かなり密に日頃から連

絡を取っているところでございますので、いろい

ろな事例が各所管で持っておりますので、そうい

ったものを共有しながら、こういった場合はこう

するということを学校にも周知しながら進めてい

きたいというふうに考えてございます。 

○水野あゆみ委員 分かりました。また、相談に乗

るということだけではなくて、そうやっていじめ

の発生している中で、子どもたちが学校に行きた

くないというような状況になっているので、そう

した状況を取り除いてあげる、若しくは、学校の

教室以外の場所を提供するとか、そうした柔軟な

対応も先生たちがしっかり自主的にやっていただ

けるようにというのを求めたいのですが、その辺

はいかがでしょうか。 

○教育指導課長 対応につきましては、まずは、校

長の方にそういった柔軟な対応をしていくように

ということの考え方をしっかり伝えていく必要が

あるかなというふうに思います。 

  支援をするために、例えば人員ですとか、そう

いったものにつきましては、こちらでも十分検討

しながら、必要なところには必要な人材を派遣し

ながら対応していきたいと考えてございます。 

○水野あゆみ委員 本当に、いじめによって学校に

行けなくなってしまったという保護者の皆さんか

らの御相談も受けて、本当に悲痛な思いをされて

いますので、そうしたふうにならないように、し

っかりとお願いしたいと思います。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑ございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派から意見を求めます。 

○水野あゆみ委員 しっかり対応していただくとと

もに、今後も見守っていきたいと思いますので、

継続でお願いします。 

○鹿浜昭委員 継続でお願いします。 

○小林ともよ委員 やはり子どもたち主体でいじめ

を防止していくと、そういう活動をより活性化さ

せていただきたいと思いますので、採択でお願い

します。 
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○中島こういちろう委員 継続でお願いします。 

○石毛かずあき委員 それでは、これより採決いた

します。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

[賛成者挙手] 

○石毛かずあき委員 賛成多数であります。よって、

継続審査と決定をいたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

求めます。 

[執行機関一部退席] 

 

           ◇            

 

○石毛かずあき委員 次に、所管事項の調査を議題

といたします。 

  （１）学校ＩＣＴに関する調査についてを単独

議題といたします。 

  また、報告事項の（１）と（２）が本調査と関

連しておりますので、教育指導部長から報告をお

願いいたします。 

○教育指導部長 報告資料の２ページをお開きくだ

さい。 

  こちらは、東京都によるシステムの共同調達に

ついての状況でございます。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  項番１の表に記載のとおり、４区分ございまし

て、この１番目のクラウド型の校務支援システム、

そして、２番目のデータ可視化のためのダッシュ

ボードの機能こちらについては、基本的には、各

区市町村が参画するのが基本的マストといった内

容で、３番、４番は任意という状況でございます。 

  一応マストとは言われておりますけれども、例

えば１番目の校務支援システムなどは、区独自で

入っておりますので、それとの比較をしながら、

今後準備を進めていくといった状況でございます。 

  続きまして、５ページをお開きください。 

  こちらについては、生成ＡＩを使った英会話ソ

フトのモデル導入についての進捗状況でございま

す。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  こちらの英会話ソフトなのですけれども、１の

（３）のところの３機能ですね、英会話機能です

とか、発音の矯正機能、そして英語力の判定機能

といった主な機能がございます。モデル校につい

ては、（５）の２校でございます。 

  次の６ページの項番２に実施結果を記載してご

ざいます。 

  （１）・（２）・（３）とありますが、学習意

欲の向上につながっているということと、英語に

対する意識が肯定的に上昇しているといった内容

です。また、英語技能も向上しておりまして、英

検３級以上、２級以上相当と判定された生徒がそ

れぞれ増えてございます。 

  ７ページ、項番３でございますけれども、成果

を踏まえての今後の方針といたしましては、まず

は、来年度２校から５校にモデル校を拡充してい

くということと、併せて、今後更なる拡充を見込

んでおりますので、様々な活用場面を組み込んだ

ガイドラインを来年度作っていきたいと考えてご

ざいます。 

  項番４で、成果要因の分析をしておりますけれ

ども、やはり人ではなくて、機械を相手に話すと

いうことは、非常に緊張せずに安心感につながっ

ているということなので、臆せず話すことで、会

話力の実施につながっているといったことですと

か、即時評価、そして習熟に応じた個別的、最適

な学習ができているといった分析をしております。 

  また、項番５で、検証から見えた要件なのです

けれども、これは、各学校に入れれば英語力上が

るということではなくて、教員が意図的に計画的

に、単元の目標に沿った形で使っていくというこ

とが大事であるということと、教員任せ、英語科

に任せずに学校体制で取り組む必要があるといっ
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たことを記載させていただきました。 

  以上でございます。 

○石毛かずあき委員長 それでは、何か質疑はござ

いますか。 

○水野あゆみ委員 何点かお伺いをいたします。 

  ６か月間の検証だったということなのですけれ

ども、頻度としては、生徒たち何日に、週何回と

か何時間ぐらいやっていたのか、お伺いします。 

○学力定着推進課長 この５か月間でございますけ

ど、ほぼ毎回の授業で活用させていただいたとこ

ろでございます。 

○水野あゆみ委員 毎回の授業というのは、毎日あ

る感じですか。英語の授業というのは、週に何回

ぐらいですか。 

○学力定着推進課長 時間数まではちょっと把握し

ていないのですけれども、毎時決まった時間のと

ころで、このソフトの方は活用させていただいて

おります。 

○水野あゆみ委員 また、せっかくタブレットに入

れていただいている中で、持ち帰って勉強ができ

たり、そういう体制というのはどうだったのでし

ょうか。 

○学力定着推進課長 こちらのＡＩソフトにつきま

しては、家庭学習でも活用することが可能でござ

います。 

○水野あゆみ委員 可能なのですけれども、持ち帰

りの状況とか、そういうのをどのように推進され

てきたのでしょうか。 

○学力定着推進課長 通常の授業の中で、教員の方

から課題として出させていただいて、それを生徒

が取り組む中で、家庭でやる場合というのが出て

ございます。 

○水野あゆみ委員 国から予算が出ているとはいえ、

結構な費用が掛かっているので、授業の中だけと

いうのはすごいもったいないなというふうに思い

ました。 

  英検相当も２級相当が８人から２０人というこ

とで、かなり優秀な子たちもいるのだなと思うの

ですけれども、これが６か月のこの検証結果のお

かげなのかどうかというのはちょっと分からない

部分であります。せっかく入れるのであれば、し

っかり日常的に毎日やる中で、語学というのは身

に付くのかなと思いますので、そうした取組もし

っかり、今後５校についてはお願いしたいと思い

ます。 

  あとこの５校というのはどのように選定はされ

ているのでしょうか。 

○学力定着推進課長 今年度モデル校で実施しまし

た２校におきまして、公開授業をやらせていただ

いて、具体的にどんな活用方法とかソフトの中身

をいろいろな中学校の先生に見ていただきました。

そういった中で、是非このソフトを自分の学校の

授業で使いたい、生徒たちに使わせたいという学

校が多く手を挙げてくださっておりますので、そ

ういった中から英語科教員の体制等も含めて、実

施可能な学校を選定してまいりたいというふうに

考えております。 

○水野あゆみ委員 もし私が英語教師だったら、是

非こういうのを入れてくれるなら入れてもらいた

いと思うのですけれども。選定についても不公平

感なくやっていっていただきたいなと思います。 

  この国の補助というのはいつまで続いて、また、

もし国の補助がない場合、全校生徒、全校中学校

でやっていく場合、どのぐらい費用が掛かるのか

お伺いします。 

○学力定着推進課長 国の補助につきまして、令和

７年度は１０分の１０補助ということで、採択を

いただきましたので、実施をしているところでご

ざいます。来年度につきましては、先日募集が始

まったところでございますので、早速応募の方は

させていただきました。採択されるかどうかは、

年度明けになる見込みでございまして、来年度１

０分の１０補助が継続すれば一番区にとってもあ

りがたいことではあるのですが、仮になくても来
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年度５校程度、生徒数にしまして９００人程度は、

モデル校として実施していきたいというふうに考

えております。 

  最後に、全校実施した場合でございますけれど

も、現在の費用ベースで概算で考えますと、約３

５校で実施しますと１億３，５００万円年間で掛

かる見込みでございます。 

○水野あゆみ委員 ５校モデル実施、国からの補助

が下りない場合でも、区で負担してやっていくと

いう話でありますけれども、本当に、効果検証必

要なのだろうなというふうに思います。 

  また、全校で実施する場合には１億３，５００

万円ぐらい掛かるということで、すごい予算にも

なってきますので、本当にこれでいいのかなとい

うところは、しっかり検証していっていただきた

いと思いますが、その辺いかがでしょうか。 

○学力定着推進課長 今回国の方の事業に採択され

ましてやらせていただいておりますが、全部で４

６の自治体が採択されておりまして、うちの区で

使ったソフト以外のソフトを導入した自治体もご

ざいます。そういったところの導入の効果である

とか、あるいは費用面であるとか、そういったと

ころも視野に入れて、今後費用対効果も含めて、

どういったソフトが一番適しているのかというの

は、このモデル実施を通じて、また調査研究して、

できるだけ効果もありながら費用も抑えられる、

そういった方法がないかというのは、検討してま

いりたいと思っております。 

○水野あゆみ委員 今、様々無料のアプリがあった

りですとか、子どもたち独自で英語教育、自分た

ち家庭でやっている場合もあったり、様々な場合

もありますので、区の方で、これだけの予算が掛

かりますので、しっかり効果検証しながら、ほか

にどういったものがあるのかとか、そういったと

ころもしっかり検証を重ねていっていただきたい

と思います。 

○石毛かずあき委員長 要望でよろしいですか。 

○水野あゆみ委員 はい。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑はございますか。 

○小林ともよ委員 このＡＩ英会話ソフトですけれ

ども、控室の方で私も試させていただき、挑戦さ

せていただきました。確かに、自分の発音の仕方

を工夫して、ＡＩの音声に合わせていくというこ

とで、楽しく挑戦できるという仕組みになってい

るなということは実感しましたけれども、文字を

見ていないと発音できなかったり、画面を見てい

ないと会話できなくなってしまうというような可

能性があるなということも感じました。 

  英語の能力をやはり高めていくためには文字を

読んでいくことも必要ですし、聞いて、話して、

調べて、実際に使うという、これを繰り返してい

くことがやはり必要だと思っています。画面に向

かって話すだけではなくて、力を付けたら、ＡＬ

Ｔと実際に会話してみるなど、実践も充実してい

くべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○学力定着推進課長 今年度モデル校２校で実施し

た結果というか我々の分析なのですけれども、今

後のこういった活用の仕方につきましては、人間

とＡＩのベストミックスみたいな形が望ましいと

いうような結論に至っておりますので、今の小林

委員御指摘のとおり、ＡＩのみならず生のＡＬＴ

であるとか、そういった発音の機会も確保してま

いりたいと思っております。 

○小林ともよ委員 それと、このソフト導入した経

緯というのも、ＡＬＴや英語教員との発話が少な

くなってしまうのがどうしても出てしまうという

ことで、でも、その背景には、私は、やはり日本

の文化というか、間違えたらどうしようとか、通

じなかったらどうしようと、そういう不安が物す

ごく根強く根底にはあって、正解がいいとしてき

た学校教育の在り方に原因があると思っています。 

  海外で少しだけ生活した経験から、発音はきち

んとしなくても、やはり伝えようとする気持ちが

強ければ相手には伝わるということも私も経験し
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ましたし、ほかの国々から来た人々の英語アクセ

ントが強くあっても通じるとか、そういったこと

も感じてきました。間違ってもいいから話すとい

う慣れが必要だったと思います。そういう雰囲気

の中で学べる環境こそがこれからはやはり求めら

れていくと思いますが、いかがでしょうか。 

○学力定着推進課長 今、小林委員御指摘のとおり、

なかなか英語の発話に対して自信がないお子さん

であると、ＡＬＴの前でなかなか前に出て話せな

いといった現状もございますが、このＡＩソフト

を使うことによって、ヘッドセットを付けて、機

械と話すことで、ある程度話すことへの自信を付

けてくることが可能かと思っております。その後

に、やはりＡＬＴでないととか、生の人間でない

と分からない感情の表現であったりとか、自分の

意思であったりとか、伝え方も変わってくるとこ

ろもあるので、まず、そこに至るまでの道具とし

て、こういったＡＩソフトの方で自信を付けるよ

うな授業を展開してまいりたいと思っております。 

○小林ともよ委員 この全員に導入したときの総額、

やはり１億３，５００万円と結構高いというか、

大きな金額になってくるなと思うのですね。算数

なんかも少人数学級とあるのですけれども、英語

も本当は小さい少ない人数できちんと英語の教師

が関わって、会話をしていくということが一番の

近道だと思うのです。 

  そういった中で、やはりこの１億３，５００万

円というのをＡＩに使うのか、若しくは、ＡＬＴ

をもう１人増やして、クラスを２つに分けてやる

とか、そういったことも検討していくべきだと思

いますが、いかがでしょうか。 

○学力定着推進課長 今年度モデル校の実証実験の

中におきましては、ＡＩの方で発話の中の誤りで

あるとか文法について、個々の生徒に対して、フ

ィードバックがされるという点におきましては、

かなり教員の負担の軽減にもつながっております

し、ポイントを押さえた指導ができるような形に

なるかというふうには思っております。 

  また、今後予算の面も含めまして、ほかのＡＩ

のソフト等々も含めて、どういったものが一番足

立区の子どもたちに適しているかというのは、今

後も検証してまいりたいというふうに思っており

ます。 

○小林ともよ委員 是非、生の人間とのやり取りで

英語を学んでいけるような環境を整えていってい

ただきたいと要望しまして、終わります。 

○石毛かずあき委員長 他に。 

○鹿浜昭委員 私も今の件で、これは半年間の今回

実施で、モデル校の英語に２級相当、３級相当と

いうのがこれだけ結果として出たということはす

ごいことで、この費用を全校に掛けても私、全然

安いと思うのですよ。やはり今まで小学校から英

語を教えたり、足立区区教委は、英語に力入れて

いるのはすごく感じ取ってはいたのです。 

  これは、２級相当というのは、英検を皆さん受

けたわけではないのかな。資格を取ったというこ

となのかな。 

○学力定着推進課長 英検２級相当というのが、い

わゆるＣＥＦＲ（セファール）という国際基準が

ございまして、その基準が一定のランクであると

英検２級相当といった形で表現させていただいて

おります。 

  それは、このＡＩ自体が判定機能がありまして、

英会話を続けている中で、この子にはどれぐらい

のＣＥＦＲ（セファール）のレベルなのかという

自動判定がなされまして、その結果が出たといっ

たところでございます。 

○鹿浜昭委員 英検２級と言うとすごいではないで

すか。もう高校卒業程度と言っても、高校生多分

受けても半分も受からない。今２割ぐらいしか受

からないのかなと思うのだけれども、それが中学

３年生の半年間でこれだけの成果が出たというこ

とは、今後英検も受けてもらいたいなというふう

に思うし、すごく子どもたちもやる気が出たので



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ３２  

 

はないかと思うのですよ。 

  そういった意味で、私も加賀中学校なので、特

に難波校長にはまだ話聞いていないのですけれど

も、是非これに関しては聞きたいなというふうに

思うのです。 

  是非５校とは言わずに、やはり公開授業で、何

校の校長先生が手を挙げたか分からないけれども、

これをやはり足立区の英語教育に関する、特に足

立区は英語だというぐらいの独自性というか、教

育に向ける力をすごく入れていっていただきたい

なと思うのだけれども、今、どうですか。 

○学力定着推進課長 実は、今回全国で採択された

自治体のうち、足立区と同じソフトを使っている

自治体がございました。そちらにつきましては、

県の教育委員会だったのですけれども、このソフ

トの活用を学校に全部任せきりになっていたので、

足立区ほどの成果は上がっていないという結果が

出ております。 

  足立区におきまして、学力定着推進課の専管組

織があるので、この２校にかなり入り込んで、一

緒に指導内容等も検討させていただいた結果がこ

うなっているものというふうに理解しております

ので、こういった事例を来年度５校にモデル校を

増やした中で、どんどん増やしていって、この活

用はもっと簡単になるように、ハードルを下げて、

できるだけ多くの学校にこういった形が展開でき

ればなというふうに思っております。 

○鹿浜昭委員 了解です。ソフト・ハード両面でや

はり支えていかなければ子どもたちも伸びないと

いうのは、今実感されているのでしょう。 

  そういった意味で、一遍には増やせないから今

回５校に増やして、その辺の検証をまた取ってい

って、段階を踏んで進めていきたいという思いだ

と思うので、是非これは、前向きに教育委員会全

体を本当に支えるぐらいの力で頑張っていってい

ただきたいと強く要望させていただきます。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、皆様にお伝えしますが、この後、報

告事項に移りますけれども、１７項目あります。

よって、長期な会議となると予測されますので、

ここで休憩を取ります。 

  再開は午後３時４５分にしたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

午後３時３６分休憩 

午後３時４４分再開 

○石毛かずあき委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

 

           ◇            

 

○石毛かずあき委員長 次に、報告事項を議題とい

たします。 

  （３）（６）以上２件を教育指導部長から、（１

１）から（１６）以上６件を学校運営部長から、

また、（１７）以上１件を生涯学習振興公社理事

長から報告を願います。 

○教育指導部長 報告資料の８ページをお開きくだ

さい。 

  あだち日本語学習ルームの増設についての御報

告になります。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  日本語を母語としない児童・生徒が非常に増え

ております。特に、竹の塚エリアに増えている関

係から、来年度竹の塚小学校に新たにルームを新

設いたします。 

  今回小学校に新設いたしますので、通常中学生

が指導対象なのですけれども、竹の塚小学校の児

童も指導対象に入れる形で、学校の負担軽減を図

ってまいります。 

  こちらは以上になります。 

  続きまして、１６ページをお開きください。 

  令和７年度の体力調査の結果についてでござい
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ます。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  項番３に、令和７年度と令和６年度との比較、

また、（２）として、東京都と足立区の比較をさ

せていただいております。 

  こちらの（２）の表を見ますと、特に中学生は、

全体的に都平均より落ちているというところです

とか、小・中学校共通するところでは、柔軟性の

ところ、体前屈と、あとソフトボール・ハンドボ

ールという投げる力がちょっと落ちている傾向が

ございます。 

  また、１８ページ、１９ページ今回新たな試み

として、エリアごとに集計をしてみたところでご

ざいます。千住江新地区はどこも大体高いような

状況が見えてまいりました。 

  今後の方針なのですけれども、このエリア別の

結果については、今後分析は進めていくというこ

とで、今回新たに、６の（４）といたしまして、

西伊興小学校の取組を取り上げさせていただきま

した。非常に効果が出ておりますので、研修等で

こういった取組を広く横展開を図ってまいります。 

  以上でございます。 

○学校運営部長 恐れ入ります。引き続き報告資料

の少しページは飛びますけれども、３４ページを

お開きください。 

  件名に、中川地区の適正規模・適正配置実施計

画（案）第 1版の策定いたしましたので、その報

告ということで、資料の方を作ってございます。 

  項番１では、計画の素案につきましては別添資

料３、それから別添資料４の方で詳細を記載をさ

せていただいております。 

  概略になりますけれども、項番２番で今回の統

合対象校は、長門小学校と大谷田小学校この２校

を統合するというような個別計画の案を作らせて

いただきました。 

  ３５ページの方ですけれども、今後のスケジュ

ール、本日文教委員会で御報告させていただきま

したので、中川地区の町会・自治会連合会、また、

長門小学校・大谷田小学校の開かれた学校づくり

協議会の保護者等の説明をさせていただきたいと

いうふうに思っております。その後、順調にいっ

た場合ですけれども、令和８年８月ぐらいに、こ

の第２版という具体的な統合をした場所、それか

らスケジュール等を作った第２版の方を報告でき

ればというふうに思っております。 

  その後、また、町会・自治会連合会、長門小学

校・大谷田小学校の開かれた学校づくり協議会の

保護者の皆様の方に御説明に入っていくというよ

うなスケジュールを考えているところでございま

す。 

  続きまして、ガイドラインのもう１か所の地区、

竹の塚地区の適正規模・適正配置計画（案）の第

２版の報告です。３６ページをお開きください。 

  こちらは、昨年１１月に第１版の方の報告をさ

せていただきまして、竹の塚中学校と渕江中学校

を統合するというようなことを御案内をさせてい

ただいたところでございます。今回、その具体的

な内容を示した第２版の方を策定しましたので、

その報告となっております。 

  詳細につきましては、中川地区と同様に、別添

資料５と別添資料６ということで付けさせていた

だいておりますが、雑駁で言いますと３７ページ

に（２）で記載しておりますけれども、最終的に

は、渕江小学校を建て替えをして、そこに統合校

の新校舎とするということ。それから、この建て

替えの期間中は、竹の塚中学校の校舎を仮校舎と

して活用していくというようなことが大きな中身

になっております。 

  主なスケジュールですけれども、令和８年３月、

本日議会の方へ報告いたしましたので、中川地区

と同様、竹の塚地区の地区町会・自治会連合会、

竹の塚中学校・渕江中学校の開かれた学校づくり

協議会、また、保護者の皆様へ御案内をさせてい

ただきたいと思っております。 
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  また、こちらも順調に行けばということですが、

統合地域協議会の方を立ち上げさせていただいて、

その中で改めて議論をしていただいた上、承認が

いただければこれを成案化して、令和１１年には

学校の統合ということで、スケジュールの方を引

かせていただいております。 

  また、この第１班の方、昨年１１月に報告をさ

せていただきましたが、その際、竹の塚地区町会・

自治会連合会、それから、竹の塚中学校の開かれ

た学校づくり協議会の保護者の皆様に説明会の方

をさせていただきました。 

  項番３の（１）イにありますけれども、保護者

の皆様については、計４回説明会を開かせていた

だいて、合計１３０名の方に参加をしていただき

ました。３６ページにその際にいただいた質問等

を主なものを記載させていただいております。「統

合は決まりなのか」、また「小規模校のよさはあ

る、残すべきだ」「両校の校風が異なる、統合で

よさがなくなってしまう」「学校が減ると避難所

がなくなり困る」等の意見をいただき、それにつ

いての回答の方を記載をさせていただきました。 

  引き続き関係者の理解が得られるように、丁寧

に説明しながら統合地域協議会の設置に向けて取

り組んでいきたいというふうに思っております。 

  続きまして、３９ページの報告でございます。 

  今年度から始めました小学校１年生・中学１年

生に、４月に入学する方に１０万円入学準備金と

いうことで、お支払する事業を今年度から実施を

させていただいております。まず実施結果報告で

ございます。 

  項番１の（１）になりますが、対象者数は９，

４７２人で約９９％の９，３７８人に支払が進ん

でいるということで、最終的に申請等がなかった

方が９４人いたというような中身になっておりま

す。 

  また、項番２番で、令和８年度、来年令和９年

の入学のお子様ですけれども、２の実施方針とい

うことで、少し今年と変更したいというふうに思

っているところがございます。今年度につきまし

ては、年内に何とかお支払をしたいということで、

基準日を１２月１日とさせていただいたところで

すけれども、その後転入・転出等の異動があると

いうことで、４月からの実態に合わないというよ

うな御意見もあったことを踏まえて、私どもとし

ては、何とか年度内にはお支払したいというよう

なことを考えておりますので、基準日を今までの

１２月１日から１月１日に住民票のある方という

ことで変更したいというふうに思っております。 

  ４０ページには、スケジュールということで予

定をしております。大きくお支払できるのが２月

下旬ということで、今年よりも少し遅くなります

けれども、年度内には何とか振り込みをしたいと

いうことで、スケジュールを予定をさせていただ

いているところでございます。 

  続きまして、４１ページをお開きください。 

  学校給食の公会計化に向けた進捗の報告でござ

います。 

  現在、学校給食については、学校の方で食材事

業者と契約、支払等を行っていただいております

けれども、今後、公会計化に当たっては、区が直

接契約、それから支払をすることになりますけれ

ども、その際の様々事務的な変更がございますの

で、その整理をさせていただいたのが図１となっ

ております。 

  区の方の負担が少しどころが大分増えるような

状況になります。また、区が契約することによっ

て、学校の周辺の食材業者にいろいろ調達をお願

いしている辺りに大きな変更が生じないように、

項番２番のところで、食材業者の方のヒアリング

を昨年１２月、それから、次のページの（２）の

ところで意見交換会を２月２日に開かせていただ

いて、今の公会計化の話ですとか、あるいは、現

在困っていること等のヒアリングをさせていただ

いたところでございます。 
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  ３番、今後のスケジュール等を記載させていた

だいておりますが、令和８年度、来年度から小学

校１校、中学校１校程度モデル実施の方に取組ま

して、令和９年度から順次公会計化の方を進めて

いきたいと思っております。 

  できれば一斉に実施したいところなのですけれ

ども、小・中学校合わせて１００校ございますの

で、段階的に進めていくような形になるかなとい

うことを想定しているところでございます。 

  続きまして、４３ページでございます。 

  小学校の自然教室及び校外施設の今後の方向性

ということで、御報告をさせていただきます。 

  校外施設としては、「鋸南自然の家」と「日光

林間学園」、教育委員会の方で今保有しておりま

すけれども、先般の文教委員会等で御報告させて

いただいておりますが、鋸南の方の改修経費が高

い、また、国立施設の評判がよいという辺りを踏

まえて、令和８年１月６日に庁内の経営会議を開

催いたしまして、方向性の方を決定しましたので、

その報告となります。 

  項番２番のところで、まず、「鋸南自然の家」

についてですけれども、施設の方向性としては、

令和８年度中に教育財産としての用途を廃止する

ということが大きな中身になります。まだ、その

後の施設の在り方については、今後全庁的に検討

を進めていきたいというふうに思っております。 

  繰り返しのところが恐縮ですけれども、アの

（イ）、（ウ）に記載がありますが、改修に５０

億円掛かる、それから自然教室を代替する国立施

設等があれば保有する必要がないのではないかと

いう辺りが経営会議の議論となったところでござ

います。 

  今後の課題ということで、区民への周知、それ

から、実際に、土日等で利用団体いらっしゃいま

すので、そちらの方に周知をさせていただきたい

というふうに思っております。 

  また、４４ページの方の項番３番ですけれども、

日光林間学園についても検討いたしましたが、現

在の指定管理の方が令和９年度末までありますの

で、それまでに改めて方向性の方を整理したいと

いうことで、引き続き小学校６年生の自然教室と

して活用したいというふうに思っております。 

  今後のスケジュールですけれども、７月の第２

回定例会の方で、条例改正案の方を提出させてい

ただければというふうなことで、検討して進めて

いるところでございます。 

  続きまして、４５ページです。追加の報告でご

ざいます。 

  ちょっと職員の方の事務ミスがございまして、

その報告ということで、大変申し訳ございません。 

  内容としては、貸与型貸付けの奨学金の際に借

用証書を作るのですけれども、そこに印紙税の貼

付が漏れていたというような中身でございます。

件数としては１３０件、全体の納付額としては２

２万円というようなことになります。 

  中身としては、通常奨学金の貸付け等について

は、借用書に印紙を貼付するというようなことが

決められておりますけれども、税制改正が平成２

８年にありまして、文部科学省の承認があれば、

これは貼らなくていいなくていいということが決

められたところでございます。ところが、令和４

年の際に事務ミスがあって、その手続を漏れてい

たため、ここの３年間の印紙税が貼付がされない

借用書という形態になって、改めての納付が必要

になったという中身にございます。 

  発見の理由ですけれども、書類の方、現在の担

当者の方が書類を見ていたところ、印紙が貼られ

ている借用書と貼られていない借用書があったと

いうことで、いろいろ調べてみたら、３年に１回

そういう文部科学省の方に手続が必要だったとい

うことが判明したというなことが状況の発覚の内

容となっております。 

  今後は、なかなか３年に１回なので、漏れてし

まうことがないように、マニュアル等の整備をさ
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せていただきたいというふうに思っております。 

  基本的には、貼付の義務というのは、借りた御

本人があるというふうな判断になっておりますが、

今回区の方の事務処理のミスがあったということ

で、ここで、税金の方が掛かる部分については、

区の方ではお支払をしたいというふうに思ってお

ります。ただ、課税義務者については、借りた方

というのは変わらないそうなので、まず、項番３

番で、今後のスケジュールを入れてありますけれ

ども、税務署の方に対象者の方のリストを私ども

から提出して、税務署の方から納付書、これを納

めてくださいというものが行く、行った後に、私

どもの方で代理で払うような処理の方を進めてい

くということで、ちょっと時間的に１年近く掛か

ってしまうのですけれども、このような流れで進

めさせていただければと思います。大変申し訳ご

ざいませんでした。 

  なお、本日委員会の方で御報告をさせていただ

いた後、プレスリリースの方も考えております。

リリースペーパーの方も、後ほど議員の皆様の方

には、お渡しするような手続に入らせていただけ

ればと思っております。 

  私から以上でございます。 

○生涯学習振興公社理事長 私からは、別ファイル

になりますけれども、別冊の生涯学習振興公社事

業概要収支予算説明書に基づきまして、御説明を

させていただきます。 

  主な事業内容を説明させていただきます。まず、

２ページを御覧ください。 

  （１）足立区放課後子ども教室事業でございま

す。 

  令和８年度予算につきましては、令和７年度と

比較しまして１８６万２，０００円の増となって

おります。これは、安全管理講習会委託費等の増

加によるものでございます。 

  次に、３ページを御覧いただきたいと思います。 

  小学校アウトリーチコンサートでございます。

こちらにつきましては、令和７年度から民間委託

を併用してございますけれども、来年度も併せて

実施をして、１６校４０クラスで実施をしていく

予定でございます。 

  次に、下段の０歳からのファミリーコンサート

でございます。 

  こちら非常に人気のある事業でございまして、

令和７年度同様、１日２回公演で実施をしていく

予定でございます。 

  次に、収支予算の説明でございます。７ページ

を御覧ください。 

  一番下段でございます。１６番収入でございま

す。令和８年度の経常収益計は３億１，１７２万

円となっております。 

  続きまして、９ページを御覧ください。 

  ５５番支出でございます。令和８年度の経常費

用の計は３億１，４８２万円でございます。 

  最後、１０ページでございます。 

  ６６番でございますけれども、公社の正味財産

期末残高、こちらにつきましては１７億２，５０

７万円余となっております。 

  雑駁でございますけれども、説明については以

上でございます。 

○石毛かずあき委員長 それでは、何か質疑ござい

ますか。 

○小林ともよ委員 私からは、学校の適正規模・適

正配置の実施についてということで質問させてい

ただきます。 

  今回、また新しく中川地区の適正規模・適正配

置実施計画（案）第１版が出てきておりますけれ

ども、もうこのことを統廃合されるかもしれない

というようなことを知った方から手紙をいただい

ております。 

  この地域の方からのお手紙ということで、かな

り実態に即したものかなと思うのですけれども、

例えば通学路に関しても、もし統廃合されたとし

て、長門小学校の子が大谷田小学校に行くことに
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なったら、ショッピングモールアリオの買物道路

とされている道路を通らなくてはいけなくて、日

常的に交通量が多くて、交通事故への対策も必要

になってくるとか、あと、災害対策について、こ

の地域では、タイムラインがきちんと作成されて

きて、地域の方がかなり学校を拠点として、コミ

ュニティを作っているということがこの手紙の中

にも書かれていたりですとか、あと、人工芝にな

ったときに、盆踊りなどができなくなってしまっ

たのですけれども、校長の配慮で、人工芝に影響

を与えない範囲で盆踊り復活させてきたり、かな

り地域の方々のコミュニティというのが強く結束

されているなということがこの手紙からも分かっ

てくるわけです。 

  その拠点となっている学校をなくしてしまうと

いうような今回また計画なのですけれども、竹の

塚中学校、竹の塚地域にしても、反対の声がやは

りすごく大きく上がっていたということも踏まえ

ましても、この地域でもやはり同じようなこと起

きると思いますが、その点いかがお考えでしょう

か。 

○学校適正配置担当課長 通学路の件ですけれども、

まだどちらの学校に、どちらの敷地に新しい学校

を造るかというところまではお示しをしてござい

ません。今検討中でございます。 

  また、通学路をそのときに、仮に延びてしまう

ようなこと、変わることもあるかと思いますが、

そちらについては、児童の安全を確保できるよう、

担当所管と連携しながら進めていきたいというふ

うに考えてございます。 

  また、災害の指定につきましても、関係所管と

既に情報共有はしておりますので、どういった対

策ができるかについては、引き続き検討してまい

りたいと思います。 

  また、盆踊り等の地域の活動につきましても、

先ほど学校長のお話ありましたが、統合になった

場合につきましては、学校、地域の方と連携しな

がら、こちらもどのような取組ができるかについ

ても引き続き検討していきたいというふうに思っ

ております。 

○小林ともよ委員 全てこの地域の方々の活動とい

うのが学校を拠点にすることで結び付いていると

いうのが手紙からもよく伝わってくるわけですね。 

  そういった地域の大事なコミュニティの拠点で

ある学校をどちらにするかというのはまだ決まっ

ていないと思いますけれども、なくなるかもしれ

ないということについて、本当に地域の方は不安

を感じていらっしゃると思いますが、もし、なく

なってしまったら、その代替というものはあり得

ないというか、ないとは思うのですね。唯一無二

の学校だと思いますので、その点に関して、地域

の方、どうやって理解を得ようとしているのか。

よろしくお願いします。 

○学校適正配置担当課長 我々区教育委員会としま

しては、やはり学区域に住むお子さんの数がどん

どん減ってきている状況、また、学校の施設自体

も古くなっているというところを踏まえまして、

当事業を進めてございます。その後の地域コミュ

ニティの核として、どのように使うかにつきまし

ては、跡地の活用の視点も入ってまいるかと思い

ますので、こちらも担当所管と既に協議をしてお

りますけれども、地域の方から我々の方に情報が

入りましたら速やかに共有しながら、どのような

対策ができるかについては検討を引き続きしてま

いりたいというふうに思います。 

○小林ともよ委員 あと、この地域は、葛飾区と隣

接しているということから、葛飾区からも通って

きている児童がいるということも聞いております

が、この辺の対策については何かお考えでしょう

か。 

○学校適正配置担当課長 学区域外から通われてい

る児童がいらっしゃるということは把握はしてご

ざいますけれども、当事業につきましては、やは

り区内にお住まいの児童・生徒の教育環境をいか
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に向上させていくかという視点で取り組んでござ

います。ですので、御説明をする、若しくは御意

見をいただいていくというところにつきましては、

まずは、その地域にお住まいの方に我々としては

伺っていきたいと思っております。 

  ただ一方で、通っていらっしゃる方が気にされ

ている部分でもあるかと思いますので、例えばそ

の学校に、若しくは、我々当課の方にお問合せを

いただければ丁寧に進捗については御説明してま

いりたいというふうに考えてございます。 

○小林ともよ委員 恐らく想像するに、どこの地域

でもそうだということから、反対の声が大きく上

がってくるのかなと思うのですね。理解していた

だくというよりは、きちんと地域の方の声を受け

止めていただきたいと思うのです。 

  それと、今回、竹の塚中学校と渕江中学校の適

正規模・適正配置の実施計画第２版が出されたと

いうことで本当に驚いてしまうのですけれども、

あれだけ反対の声が多い中で、反対の声が多けれ

ば、強ければ進められないと言っていたのに、も

う既に第２版に進んでいくのだということで、本

当にひどいなと思っています。 

  この第１版と第２版で何が違うのかというとこ

ろについて、説明していただければと思います。 

○学校適正配置担当課長 報告資料にも記載ござい

ますけれども、まず、統合後の学校配置につきま

しては、渕江中学校を改築して、統合校の新校舎

とすること。また、改築期間中につきましては、

竹の塚中学校を仮校舎として活用する。そういっ

たところが主な変更点でございます 

○小林ともよ委員 変更点というか、本当にもう具

体的にどうしていくかということを、この中に書

いているということで、反対の声というのは全く

反映されていない内容だと思うのですね。 

  今回１月３０日から始まった４回の保護者の説

明会でも、やはり反対の声が多く上がったと聞い

ています。予算特別委員会や本会議でも質問させ

ていただいたとおり、子どもたちの声ですとか、

そういった保護者の方からも反対の声が多かった

と。その中で、第十四中学校に行っていたら不登

校になったと思うという児童・生徒の声がある中

で、第２版の中で、新しい校舎への引っ越し後、

竹の塚中学校の校舎や校庭、体育館については、

近隣の第十四中学校改築時の仮校舎として活用す

ることを検討しているということまで書かれてい

て、あたかも竹の塚中学校なくさなかったら、第

十四中学校も建て替えることができないのだよと

いうふうに、地域の方に受け止められるような表

現で書いているということで、地域の方は反対を

していると。それにもかかわらず、こういった第

２版を作って、また説明に入っていくというのは、

どのような認識でこういったことをするのか。 

○学校適正配置担当課長 今、小林委員御発言いた

だいたとおり、保護者の説明会、また各校の開か

れた学校づくり協議会では、確かに反対の声をい

ただいていることはございますけれども、今回第

２版としてお示ししているものも区がお示しして

いる素案でございます。最終的には、両校の開か

れた学校づくり協議会のメンバーを中心に設置さ

れます統合地域協議会の場で御承認をいただいて、

初めて成案化されるものと認識してございますの

で、区といたしましては、今回このような形で御

報告をさせていただいたところでございます。 

○小林ともよ委員 今言っていた統合地域協議会な

のですけれども、第２版にも書かれてありますけ

れども、統合地域協議会を設置して、統合実現に

向けた準備を進めていきますと書いてあるという

ことでは、統合地域協議会の中では、統廃合の可

否、するか、しないかということは協議されない

と思うのですけれども、いかがですか。 

○学校適正配置担当課長 先ほど申し上げましたと

おり、開かれた学校づくり協議会の中でも様々な

御意見をお持ちの方がいらっしゃいますので、こ

の計画案に記載のとおり、開かれた学校づくり協
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議会の委員中心とは書いてありますけれども、ま

た、各校の状況によりましては、その他の地域関

係者、保護者の方も可というふうにしてございま

す。 

  我々としましては、地域の声を広く集めて、御

議論を交わしていただくような協議会にしていき

たいと思っておりますので、そういった点では、

特に方向性としては、たがえていないというふう

に考えてございます。 

○小林ともよ委員 そうすると、区は、いつも協議

会の中で、どうしていくのかというのを決めてい

ただくことになると言っていますけれども、そう

したらこの協議会の設置の主な議題のところにも、

統合をするかどうか、可否を協議していくという

ような内容も含めるべきだと思うのですが、いか

がですか。 

○学校適正配置担当課長 記載内容はあくまで主な

議題でございます。統合地域協議会の設置後、メ

ンバーの方からそのような提案があれば、当然議

題になるというふうな認識でございます。 

○小林ともよ委員 区の方から提案していただきた

いのですね。そうでなければ、ここに書かれたと

おりだとすると、統合実現に向けた準備を進めて

いきますとはっきり書いてあるわけですよ。統廃

合をするかどうかということは、この後決められ

るというような文言は一切ないわけですよね。そ

れをきちんとこの第２版に示していただきたいと

思いますが、いかがですか。 

○学校適正配置担当課長 区といたしましては、先

ほど来申し上げておりますとおり、児童・生徒数、

また、就学前の人口が減っていること、学校の施

設が古くなっていること、そういった客観的なデ

ータに基づきまして、学校統合を含む適正規模・

適正配置の事業に取り組んでいくという意味でこ

ういった素案を出させていただいております。 

  その中で、主な議題をこのような形でアからオ

まで出しておりますが、実際に、統合地域協議会

が立ち上がって議題で進めていく際には、委員の

方を中心に御議論いただくものというふうに認識

してございますので、この段階で主な議題にそう

いったものを加えるというところは、現時点では

考えてございません。 

○小林ともよ委員 加えなければ議論できると思え

ないわけですよ。ちゃんと加えていただきたい。

若しくは、統合地域協議会を作るかどうか議論で

きる場を作っていただきたい。いかがですか。 

○学校運営部長 私、ちょっと説明が不足したかも

しれないですけれども、報告資料の３７ページに、

主なスケジュールということで、これは、早けれ

ばという、順調にいってというスケジュールです

けれども、統合地域協議会を設置するということ

と、その下に、統合地域協議会の承認を得て、計

画成案化というふうに書かせていただいておりま

す。当然成案化できなければ、そのあとの議論と

いうのは進みませんので、もしかすると設置した

けれども、様々な意見をいただいて、成案化でき

ないという場合もあるかもしれないし、小林委員

のおっしゃるとおり、協議会自体が立ち上がらな

いということもあるかもしれないです。 

  私ども教育委員会としては、まずは、教育委員

会の考えをお示しをさせていただいたというのが

第２版の中身でございまして、それについて、統

合地域協議会を立ち上げていきたいということも、

事務的な話になってしまいますけれども、御相談

を地域の方としながら進めていきたいというよう

なところで書いているところでございます。です

ので、まずここの説明のところで、計画の成案化

をしない限りは、議論の中身には入れないという

ことになるかと思います。 

○小林ともよ委員 その議論の中身に入れないとか

言っていますけれども、何度もしつこくて申し訳

ないけれども、この統合地域協議会を設置して、

統合実現に向けた準備を進めていきますとここに

書いている以上、そういう協議会だと認識されて
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も仕方ないと思うのですよね。ですから、この統

合地域協議会、設置するなら設置するとしても、

その中でも、議論によっては統廃合の可否をきち

んと決めていただく議論もできるというような内

容をきちんと含めていただきたいと思うのです。

いかがですか。含めることぐらいできるのではな

いですか。 

○学校運営部長 統合に向けた準備を進めていくと

いう中に、私は、この中身が含まれているかなと

いうふうに思っています。 

  繰り返しですけれども、皆さんが１０人が１０

人全員が統合賛成だよ、反対の方も当然いらっし

ゃると思います。その中で、合意を得られればそ

れを進めていくということで準備を進めるという

表現で十分かなという理解をしているところでご

ざいます。 

○小林ともよ委員 すみません。私にはそういうふ

うには絶対に理解できないです。準備を進めてい

くというのは、統合実現に向けた準備なわけです

から、統合していきますよという準備にほかなら

ないわけです。 

  きちんと地域の方の反対の声を反映させたよう

な第２版を作る、若しくは、もう作るべきではな

い、これ以上進めるべきではないと思いますが、

いかがですか。 

○学校運営部長 繰り返しの御答弁で大変恐縮なの

ですけれども、私どもとしては、教育委員会の考

え方をお示しをさせていただいておりますので、

これを撤回するということは基本的に考えていな

いです。 

  ただ、繰り返しですけれども、地域の皆様から

御承認がいただけなければ、全員が全員ではない

のですけれども、御承認がいただけなければ、な

かなかこれを統合に向けて進めていくのは難しい

と思っておりますので、その点については、御理

解いただきたいというふうに思っております。 

○小林ともよ委員 もう何度にもなりますので、こ

れで終わりにしますけれども、是非、統合の可否

を決めるような議論をする場を、この中にもきち

んと位置付けて書いていただきたいと思います。 

  次に、小学校の自然教室及び校外施設の今後の

方向性について質問したいと思います。 

  鋸南の施設、令和８年度中に教育財産としての

用途を廃止するということですが、この鋸南の施

設は、足立区の子どもたちの中には、海を見たこ

とがない子どもがいるということで、海の見える

場所をと、様々な議論を経て設置されたと聞いて

います。国立の施設を使っていくから区の方はよ

いとして判断していると思うのですけれども、令

和７年８月の国立青少年教育施設の振興方策につ

いての報告書が出ているのですが、それを読みま

すと、「国立も築５０年以上の建物が６割程度と

なるなど、建物や設備が老朽化し、これらに要す

る経費の増大や予算の確保が課題となっている。

国立施設の数、規模や宿泊定員の見直し、機能の

適正化や再編が必要」だというようなことが書か

れているわけですね。 

  足立区の施設も老朽化していますけれども、国

も同じようなことになっているという中で、足立

区独自の施設なくしてしまった後に、国の施設も

数が少なくなっていけば自然教室の実施ができな

くなってしまうということも起こり得ると思いま

すが、いかがですか。 

○学務課長 国立の施設についても、今３施設を使

っているところですけれども、海の施設もやはり

使っていくということで、令和８年度は、千葉の

大房岬にあります施設も使っていくことになって

おります。また、国立の施設も今老朽化している

というお話ありましたけれども、国の施設の方か

ら是非使ってほしいというようなお声をいただい

て、今、国立の施設にシフトしていくというよう

な形で考えているところですので、子どもの数も

減っていきますし、今のところ現時点では、国立

の施設が使えなくなるというようなことは考えて
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いないという状況です。 

○小林ともよ委員 足立区と同じように、国の方も

予算を今どうやってしていこうかというふうに考

えていると思うのです。そういった中で、やはり

なくなっていくということも考えていくべきだと

思うのです。そうしたときに、ほかの自治体では、

５年生が自然教室を行けているのに足立区の子は

行く場所がないということがあり得ると、そうい

ったことが起き得ると思うわけです。 

  それと、鋸南自然の家は、近くて手軽に行けた

ということを保護者の方からも聞いております。

長い連休が取れない中で、気軽にすぐ近くに鋸南

の施設があって、安く利用できてということで、

毎年のように海に行くときに利用していたという

方もいて、そういった方からの話では、再開発な

んかにはすごくお金を使うのに、ここには使って

くれないのですねという話をやはりされるわけで

すよね。区民サービスの低下にもつながっていく

と思いますが、いかがですか。 

○学務課長 自然教室の運営につきましては、国立

施設だけではないですし、また、ほかの施設も使

って、千葉の施設も今回令和８年度から使ってい

くというような形にしております。 

  経費を、まず改修が必要ということで、そこに

５０億円掛けていくというふうにしますと、年間

今まで３億円で済んでいたところが５億円程度。

ただ、国立ですとか、ほかの代替施設を使ってい

くことで１億円以下で済むというような費用対効

果の面から考えましても、ほかの代替施設がある

というものは、そういった施設を使って運営でき

ていくというようなことで考えておりますので、

引き続き鋸南については、今お示ししましたけれ

ども、教育施設としての用途は廃止させていただ

いて、代替施設をまた新たに開拓も含めて、継続

していきたいというふうに考えております。 

○小林ともよ委員 やはり今の答弁からも、費用の

方が大事で、子どもたちの教育というのは、ちょ

っとないがしろにされいているのかなということ

を感じざるを得ません。 

  それと、自然教室は旅行ではなくて、同じ場所

で行うからこそ教員とっても経験や実践を積み上

げていける場所になっています。そういった意味

でも、安易に潰すべきではないと述べて終わりま

す。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑はございますか。 

○水野あゆみ委員 私からも今の流れで、鋸南自然

の家のところを何点かお伺いをいたします。 

  学校の教員の皆様からすると、アンケート調査

で、自分たちがやるよりかは、国立の施設を使っ

て、ほかの方たちに案内役もしてもらった方が負

担軽減につながるなど、そういったお声もあって、

また、５０億円というそういった予算を使って建

て替えるのかという費用対効果も考えながら、今

回のそういった国立施設を使っていく方向という

ことで検討されていると思うので、私は、その方

向でよろしいのではないかと思っております。 

  あとは、団体の皆様、今まで青少年の子どもた

ちの育成のために使っていただいた皆様からは、

やはり国立施設、ちょっと予約取りにくいような

お声もある中で、そういったところにはどういっ

た手を加えていっていただけるのか、お伺いした

いと思います。 

○学務課長 一般団体の方たちにつきましては、国

だけではない代替施設なども今開拓をしていこう

ということで考えているところですので、そうい

ったところも御案内できたらというふうに思って

おります。 

  私どもも、やはり自然教室、子どもたちの体験

のために必要な施設、必要な事業と考えておりま

すので、こちらは継続してやってまいる所存です。 

○水野あゆみ委員 分かりました。また、費用も浮

く面があるということでありますので、そうした

団体の皆様にも利用しやすいようなそういったこ

とも今後検討していっていただきたいなというこ
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とは、要望させていただきます。 

  次に、適正規模・適正配置のところでちょっと

触れたいと思っております。 

  今回中川エリアについて出てきたわけなのです

けれども、来年度入学する家庭というのは、この

計画というのは周知できているのかどうか、お伺

いします。 

○学校適正配置担当課長 今回第１版こちらの場で

初めて報告をさせていただきました。この後、関

係者の皆様に御説明をしてまいりますので、現時

点では、まだ周知ができてないというところでご

ざいます。 

○水野あゆみ委員 ということは、今年度というか

この４月以降入ってくる子というのは、この適正

規模・適正配置の計画分かっていないわけで、来

年度入ってくる子については、この令和１４年４

月の統合の時期に関わってくるのではないかと思

うのですけれども、この辺いかがですか。 

○学校適正配置担当課長 スケジュールで言います

と、令和１４年４月に統合というスケジュール感

ですので、来年度新入学生で入ってくるお子さん

については、入ってきた学校で御卒業ができると

いうか、６年間の余裕を持たせているところでご

ざいます。 

○学校運営部長 今年度入るお子さんは、８、９、

１０、１１、１２、１３年度末に卒業ですので、

今年の４月に入るお子さんは今の学校のまま入れ

るのですけれども、来年度令和９年の４月に入っ

てくるお子さんは、最後の１年間がという形にな

るかと思います。ですので、このタイミングで周

知させていただいたということで、今４月から入

るお子さんは、このままのスケジュールでいくと

最後の卒業生になるというような中身になる。こ

の辺りも、地域の方との御相談になるかと思いま

す。もし、そこをやはり最後の卒業生になるのが

ちょっと困るというようなお話があれば、このス

ケジュールも動いていくような形になるかと思い

ます。 

○水野あゆみ委員 ごめんなさい、私もちょっと混

乱していて、聞き方間違えました。来年度が来月

４月なので、４月から入ってくる子には周知がで

きていないということで、再来年度入ってくる子

は、もう小学校６年生のときに統合が始まってし

まうので、最終学年６年生を自分の学校で過ごせ

るかどうかというところ、過ごせない子もいると

いうことで関わってくると思います。やはり余裕

を持った周知というのは大事かなと。統合が分か

っていれば入らなかったのにということもあると

思うので、また、この下の学年というのはいつま

で、この計画が適正に進んだ場合、受入れという

のは何年度までやられる予定なのでしょうか。新

入学生の受入れ、大谷田小学校だとか長門小学校

への新入生の受入れというのは、いつまでやって

いかれるのですか。ぎりぎりまでですか。令和１

４年に統合するのですけれども。 

○学務課長 統合が決まっている学校を希望される

場合もあるとは思いますので、そういった場合は、

そのまま御入学していただくことになろうかと思

います。ただ、入ってしまった後に、やはり統合

を理由に転校したいですとか、あと、新入学のと

きもですけれども、統合するですとか改築があっ

て学校が移ってしまうということを理由に学区外

に行く場合は、その学区の方に次ぐ順位とするよ

うな特例措置もありますので、そこは、保護者の

方がどちらを選ぶかというのを考えて入学してい

ただくような形になると思います。 

○水野あゆみ委員 いずれにしても、しっかり周知

して漏れなく周知して入学してもらうというのが

大事なのかなと思います。知らずに入って小学４

年生、５年生になったときには統合がもうあるら

しいということで大騒ぎになって、やはり統合反

対というようなそういう流れというのは、今まで

もあるのかなというふうに思います。 

  もしこういう計画を進めていくに当たっては、
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しっかりと、もう入学予定者というのは決まるわ

けで、そうしたところには１人も漏れなくしっか

り周知、また、転入生も含めてしっかり周知して

いく必要というのはあると思うのですけれども、

そのところというのは、今までもこれからも、ど

のような取組状況なのですか。 

○学校適正配置担当課長 今、水野委員おっしゃっ

ていただいたとおり、周知は非常に大事だという

ふうに考えてございます。今回、統合の対象校と、

あとはスケジュール感をお示しできましたので、

こちらをもちまして、この後の開かれた学校づく

り協議会ですとか、地区町会・自治会連合会もそ

うですし、保護者の皆様にも御説明していきます。 

  また併せて、入学者説明会等々の場もお借りを

して、機会を捉えて御説明に入っていきたいとい

うふうに思っております。 

○水野あゆみ委員 分かりました。 

  それにしても、やはり竹の塚地域もそうですけ

れども、説明会をやっていただいたけれども、本

当に来ている人数というのは数十名ということで、

本当にまだまだ周知というのが足りていない状況

で、そういった中で、開かれた学校づくり協議会

の人とか、学校だけが知っているという状況では

よくないのではないかというふうに思います。し

っかり力を入れて、周知やっていく必要があると

思いますが、いかがでしょうか。 

○学校適正配置担当課長 竹の塚地域で開催させて

いただいた保護者説明会につきましては、対象の

中学校以外にも、近隣の小学校５校の全学年の保

護者の皆様に、御案内とあと計画案の概要を一緒

に配付をさせていただきました。今後、保護者説

明会でもお話、御意見いただきましたが、例えば

もう少し広く周知をしてほしいという声もありま

したので、例えば区のホームページに開催日時等

を公表するとか、そういったところはちょっと工

夫しながら、広く皆様の方に周知できるように努

めていきたいと考えてございます。 

○水野あゆみ委員 住まわれているのは保護者だけ

ではございませんので、それこそ次年度また再来

年度入ってくる保護者の方たち、子どもたちもお

りますし、あらゆる町会・自治会にも周知してい

く必要があるのかなと思いますが、その辺いかが

でしょうか。 

○学校適正配置担当課長 当然開かれた学校づくり

協議会の皆様、また、地区町会・自治会連合会の

皆様の方にも御説明をします。 

  また、地区町会・自治会連合の皆様には、個別

に、例えば、町会・自治会で話をしてほしいとい

う御要望があれば当然我々も伺って、資料を持っ

て御説明する準備しておりますので、そういった

機会を捉えながら、幅広くいろいろな方、様々な

方に情報が行き渡るように進めていきたいという

ふうに考えてございます。 

○水野あゆみ委員 賛成するにも反対するにも情報

が行き渡ってなければ声を出すことができません

ので、しっかり周知することは、区の責任だと思

っておりますので、しっかりお願いしたいと思い

ます。 

  次に、小・中学校の入学準備金についてお伺い

をいたします。 

  公立、私立問わずに全ての子どもを対象にやっ

ていただいておりますが、今回また未申請者が９

４名いるということで、大変残念な結果でありま

すが、この世帯というのはどのような世帯だった

のか把握はできているのでしょうか。例えば私立

に通っている子ですとか外国籍の子ですとか、ど

うでしょうか。 

○学務課長 私どもで把握できるのが住所というよ

うなところになってくるので、所得ですとか、ど

ういった学校に行っているかというようなところ

までは分からないというのが現状です。ただ、日

本人と外国人の割合としましては、大体半々とい

うような形でございました。 

○水野あゆみ委員 これは、外国語での周知という
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か、そういったことというのは取り組まれていま

すか。 

○学務課長 ホームページの方は、そういった形に

外国語の方でも読めるようになっている形ですけ

れども、それ以外の通知については今回日本語だ

ったかと思います。 

○水野あゆみ委員 至急開けてくださいとか、大事

な書類ですよというのは、せめて英語表記、また

中国語表記、その場所によっても違うかも分から

ないですけれども、せめて英語表記というのはや

っていく必要があるのではないかと思いますが、

いかがですか。 

○学務課長 来年度の申請に併せまして、そういっ

たことについても対応はしてまいりたいと思いま

す。 

○水野あゆみ委員 ちょっと確認なのですけれども、

この１０万円というのは就学援助世帯も対象でよ

ろしかったですか。 

○学務課長 はい、就学援助の方も対象になってお

りまして、１２月２日の基準日以降に転入された

方であっても就学援助の対象の方であれば、給付

１０万円というのは、年度変わってもやっていく

形になっております。 

○水野あゆみ委員 分かりました。ちょっと私が相

談を受けた生活保護世帯の方は対象外になってい

たかなと思うのですけれども、その辺どうでしょ

うか。 

○学務課長 生活保護世帯の方なのですけれども、

新小学１年生の方は、差額分、生活保護でいただ

く分よりも１０万円の方が多いので、差額分を支

払っております。中学生については、生活保護か

ら出るお金が１０万１，０００円ですので、そち

らの方が高いことから、入学準備金としては、学

務課ではお支払していないという状況です。 

○水野あゆみ委員 分かりました。今回の給付の方

法、郵送料とあと振込手数料というのが掛かって

いると思うのですけれども、手数料というのは把

握できていますか。 

○学務課長 申し訳ございません。今ちょっと把握

しておりません。 

○水野あゆみ委員 分かりました。あと再勧奨した

方とか、後は、再勧奨以前の方たちから苦情とか

そういった声は今のところどうでしょうか。 

○学務課長 １回目の申請書を送った後、反応のな

い方が年明け１月８日当たりで１，２００人ほど

いらっしゃいました。そういった方たちには、一

度申請していただいて、オンライン手続が途中に

なっている方は連絡先が分かるので、お電話差し

上げたりというようなことをしたりですとか、再

度１月年明けにももう一度通知を発送しまして、

最終的には１，２００人いた未申請者が９４人ま

で下がったという形です。苦情については１件も

来ていないというような状況でございます。 

○水野あゆみ委員 私たちのところには、これから

越してくるので対象にならないわと、そういう相

談とか問合せというのはある。何でもらえないの

かという苦情というよりかは残念だという声は届

いております。 

  この再勧奨しなければ１，２００人がもらいそ

びれていたという、こういう制度というのは、ち

ょっとどうなのかなというのは、私思ってしまう。

また再勧奨の通知とかも、手数料としてはお金が

掛かっているのではないかなと思うのですね。ち

ょっとやり方としてはいかがなのかなというふう

に感じました。 

  例えば４月１日以降、区立学校であれば教材費

の口座とか指定口座ができると思うので、そこに

振り込んでもらうとか、そうした方がもらいはぐ

れがないのではないかなと。また、４月１日以降

も小学生１年生に上がった子がもらえるという意

味では、区立小学校については、ちょっと公平に

できるのかなと思ったのですけれども、その辺い

かがですか。 

○学務課長 口座につきましては、児童手当をもら
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っている方は、そちらの口座に入れてほしいとい

うのはやはり意思表示をしていただく必要があり

ますので、そこは、プッシュ型ではなくて、申請

型というような今の方式がよいのではないかとい

うふうに考えているところです。 

  また、来年度１月１日に基準日をずらしますけ

れども、住民税の不課税の基準も１月２日以降に

転入されてきた方というのは、その前に住んでい

た住所地で、住民税が課税されているというよう

なこともありますので、そういった理屈からも、

できたら１月１日基準日以降に入ってきた方は、

ちょっと申し訳ないのですけれども、やはり支給

するためには対象者を特定するということが必要

でして、そこには基準日が必ず必要となりますの

で、１月１日に基準日を何とかずらして、必要な

方に年度内にきちんと届くというようなところを

優先させていただければと思います。 

○水野あゆみ委員 住民税を基準にということで納

得しそうになるようなことではあるのですけれど

も、やはり同じ１年生の中で、うちはもらえた、

うちはもらえなかったという分断が生じてはいけ

ないなというふうに思います。ましてや所得制限

設けていないので、経済的に苦しい家庭ももらえ

ていないという状況もあろうかと思いますので、

ここというのは、今回で終わりではなくて、しっ

かり検討していっていただきたいなと思います。 

  また、今回もあだち食料品等物価高支援給付金

も３月に通知が届いて、もう既に、ＡＴＭで現金

を受け取ったというそういうスピーディーな方法

もできてきますので、早くなければ入学準備金で

はないというような答弁も今までありましたけれ

ども、そうしたこともしっかり検討いただきなが

ら、手数料だとかそういう郵送料だとか、あと、

もらえはぐってしまうとか、そうしたことのデメ

リットとかもしっかり考えていただきながら、今

後もしっかりこれで終わりではなくて、検討して

いっていただきたいと思いますが、教育長いかが

でしょうか。 

○教育長 今の、今日御報告した内容が事前に準備

金として支払、最善というか、これ以上ないだろ

うというところではありますが、またいろいろな

お声があるとは思うので、その声はしっかりと聞

いて、何か対応が考えられるものがあれば考えて

いきたいと思います。 

○中島こういちろう委員 私からは１点だけ質問を

いたします。 

  ４３ページ、自然教室の校外施設の今後の方向

性に関してです。 

  先ほどお２人の委員からも御質問がありました。

私自身も施設の老朽化や維持費などを踏まえ、施

設の在り方を見直すこと自体は理解ができますし、

評価をしております。 

  その上で、自然教室は、子どもたちにとっても

貴重な学びの機会でもありますし、保護者には、

やはり不安な点も多々あるのかなと。そのような

観点で、確認なのですけれども、まず、今回鋸南

自然の家を教育財産として用途を廃止した際に、

国立の施設を使っていくと。改めて確認なのです

けれども、保護者の方が何か金銭的に、国立に変

えたからと負担になるようなことというのは一切

ないという、そういう認識でいいでしょうか。 

○学務課長 宿泊費ですとかバス代については、区

で負担しておりますし、今まで掛かっていた賄い

費についても区が負担することになっております

ので、国立になったからといって何かが増えると

いうようなことは、原則はないかと考えておりま

す。 

○中島こういちろう委員 となると、保護者の方の

負担は増えず、かつ、足立区の中の金額のところ、

維持をしようとするとこちらの話だと５０億円の

維持費が掛かって、年間の経費に関しましてもこ

れだけ掛かると。そのままこの表だけだと１年間

当たりの国立の方になっても掛かる費用があると

は思うのですけれども、この差というのは、先ほ
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ど御回答いただいた１億円というのは、その差に

なるのでしょうか。 

○学務課長 国立の施設を使った際には、宿泊費用

などが掛かってまいりますけれども、こちらは、

区の施設より若干多いものの、ただ、改修をして

鋸南を使っていくのに比較しますと、やはり数億

円安くなるというような状況です。 

○中島こういちろう委員 私は、結構ここの部分を

より細かく御提示いただいた方がいいのかなとい

うふうに思います。５０億円掛かるというのは、

非常に高くない費用だというふうな認識もありま

すし、年間の掛かるイニシャルは若干費用が上が

ったとしても、やはりよりプラスになるようなお

金の使い方をしていただきたいと、そういうふう

に考える保護者の方もいると思いますので、今回

御報告いただいている内容だと、そこの部分の差

異がちょっとふわっとしたところがあると思うの

で、そこを改めて整理していただく必要があるか

なと思いますが、いかがでしょうか。 

○学務課長 １２月に一度アンケートの結果を御報

告した際に、費用の内訳というのも一度お示しは

しているところではあるのですけれども、必要が

あればこちらの方も提示してまいりたいと考えて

おります。 

○中島こういちろう委員 是非よろしくお願いしま

す。保護者の方には、やはり具体的何が、どう違

うのかというのを正しく理解していただく必要が

あるかと思います。 

  また、先ほどの中での議論もありましたけれど

も、国立の施設の評価も非常に高かったというこ

となのですけれども、一方で、川崎市だったり練

馬区だったりとか、ほかの自治体でも施設を持た

ないケースも増えているというのは事実あるのか

なと。そうなると、今回国立の施設の方から、是

非利用してくださいという話もあったということ

なのですけれども、その予約を確保する難易度と

いうものは、ちょっとずつ上がってくるというの

は事実だと思うのですよね。そういう意味で、こ

の施設の確保をどういうふうに調整していくのか、

こういったところはどういうふうにお考えでしょ

うか。 

○学務課長 学務課の方では、施設の方とやり取り

をしておりまして、足立区を優先で予約を取って

いただけるような形で、今、赤城青少年交流の家

もそうですし、那須甲子青少年自然の家の方も優

先的にやっていただくような形で話を進めており

ます。 

○中島こういちろう委員 あれですか、何か裏技と

か何かですか。優先的にほかの自治体もやはり使

いたいということであると思うのですけれども、

何で、どういうふうなからくりで、あれですか。 

○学務課長 現時点では、やはり少子化の影響もあ

りまして、国立施設の利用率が下がっているとい

うような状況があると認識しております。 

  その中で、足立区は子どもの数が多いものです

から、できたら継続的にもうずっと使っていただ

けるということであれば安定した運営ができると

いうことで、足立区にお声掛けをいただいている

というふうに認識しております。 

○中島こういちろう委員 ちゃんとした理由でよか

ったです。しっかりとそういったところも、パイ

プというかつながりをしっかりと作っていただい

て、ほかが増えたとしても、優先的にというより

かは、しっかりとそこで国立の施設を使っていた

だく土台があるのかなというふうに認識をしまし

た。 

  先ほどの請願のところでもあったのですが、医

療的配慮だったり、あとは、発達特性などで環境

変化に不安を抱える児童、お子さんもいらっしゃ

るのかなというふうに思います。そういったケー

スの場合、個別の支援が必要な場合も出てくるか

と思うのですけれども、そういったところは今ど

ういうふうにお考えでしょうか。 

○学務課長 ケアの必要なお子様たちにつきまして
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は、その御家庭の判断で一緒に来ていただくこと

もありますし、また、現地の方とも連携しており

ますので、そういったところとやっていくような

形になると思います。 

○支援管理課長 医療的ケア児の方につきましては、

宿泊に特化した検討委員会という開かせていただ

いて、宿泊先の状況であるとか工程とかを専門家

の医者等に見てもらって、その安全性とかそうい

うのを状況を確認をしてから行っていただくとい

う形にしますので、その辺も含めて、委員会の方

で判断させていただきます。 

○中島こういちろう委員 委員会が開かれてという

ことで大丈夫だと思うのですけれども、やはりな

るべく参加をしたいという当事者の方もいらっし

ゃると思うのですよね。そういう意味では、やは

り場所が変わるというところは、なかなかそのハ

ードルが上がるというふうに思われる方もいらっ

しゃるかもしれないのですけれども、ただ、やは

り１つ１つそこでこういうお子さんが実際に行っ

ていたとかという事例の蓄積をしていくことで、

そういった様々な配慮が必要なお子さんに関して

も、より行きやすくなると思うので、そういった

蓄積も引き続きお願いできればなというふうに思

います。 

  施設の在り方は、時代に応じて、いろいろ見直

す必要があるというふうには思うのですけれども、

今後施設の有無にかかわらず、教育の質が維持を

されるような形で、今回のこの鋸南自然の家もそ

うですし、日光林間学園の話も今後出てくるかと

思うのですけれども、しっかりと区民の方に御理

解をいただきながら進めていただきたいなという

ふうに思います。要望でお願いします。 

○石毛かずあき委員長 他に質疑ございますか。 

○しぶや竜一委員 時間も時間ですので、１点だけ

です。 

  令和７年度東京都児童・生徒体力のところの運

動能力等の調査結果というところで、私も当初か

ら先日の予算特別委員会でも、少しちょっと子ど

もたちの体力のところで、投げる力が低下してい

るのではないかというところで少し触れさせてい

ただいたところでもあったのですけれども。 

  やはりこの結果を見ると、衛生部がやっていた

所管している「子どもの健康・生活実態調査」で

は、柔軟性のところの向上がここ何年か見られて

いたはずだったのですけれども、これを見るとま

たちょっと低下傾向にあるというところで、投げ

る力だけではなくて、持久力もそうなのですけれ

ども、この全体的なところで、東京都全体という

よりも全国的な課題というところではあるかなと

思うのですけれども、やはりこの中のところであ

ったりとか、あとスクリーンタイムの増加であっ

たりとか、そういったところの結果なのかなとい

うところは、百も承知なのですけれども、改めて、

体力について、区としての危機感というか、そう

いうものは持っていますか。 

○教育指導課長 区といたしましては、子どもたち

がだんだん運動から離れていくという危機感は持

ってございます。いかにして、限られた時間の中

で取り組ませるか、意図的に取り組むというとこ

ろが大事かなというふうに思っておりますので、

校長をはじめ、様々なところで問題意識は提示し

ていきたいなというふうに考えてございます。 

○しぶや竜一委員 そうですね。その意図的にとい

うところで、ただ、区としても、今回１８ページ

の体力合計点の足立区内の地域別の比較であった

りとか、これは本当に非常に面白いデータだと思

いますし、こういったことは引き続き続けていっ

ていただきたいなと思う。 

  同時に、今、教育指導課長がおっしゃっていた

だいたように、是非今回も文教委員会の中でもい

じめでの調査であったり不登校のところであった

りとかも開かれた学校づくり協議会とか、そうい

ったところで共有していただけないかというとこ

ろで、この間の開かれた学校づくり協議会の会議
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でも、実際に、不登校のそういったデータとかを

用意してくださって、非常に保護者の方、またそ

の地域の方々、それ見たら、やはりそういった状

況なんだと、そこで初めて感じる方結構多かった

のですよね。そういったところもどんどんそれは

周知をしていっていただきたいと思うのは、この

体力のことも同じだと思います。 

  子どもたちの体力が皆さん御存じのとおり、ど

んどん暑くなっていって、この猛暑とかで熱中症

が伸びている理由というのは、私も体のことを専

門的に扱っていた１人としては、そういったとこ

ろも関係してくるのかなと思います。また、あと

は、さっき開かれた学校づくり協議会とかいろい

ろな学校の方、地域の方々という意味では、子ど

もが意図的に取り組む姿勢を・・・というところ

には、私自身も地域で鬼ごっこイベントをやった

りとかやらせていただいていますけれども、皆さ

んも御存じのとおり総合型地域クラブでは、青少

年委員の方々とかスポーツ推進員の方々が携わっ

ているケースが地域の方々多いので、そういった

総合型地域クラブがちょっと少し低迷になってい

る中でも、やりがいが感じられないというところ

方々が多い中で、そういったこの区の現状、子ど

もたちの体力がここまで低下しているんだよとい

うことが地域クラブの方々が理解をすれば、そう

いったやりがいにも感じるかなと思いますので、

そういったスポーツクラブとかも、是非こういっ

た情報は共有していく必要があるのかなと思うの

ですけれども、最後にいかがですか。 

○教育指導課長 これまで学校、先生方が全てプレ

ーヤーになっている部分がございまして、いろい

ろなものを学校だけで行っている現状がございま

した。これからは、校長がしっかりその辺をマネ

ジメントして、地域の力をしっかり活用しながら、

いろいろな人材を学校に関わっていただいて、み

んなで育てていくという、そういった意図的に計

画的にやる必要がありますので、そういったとこ

ろは、教育委員会の方からしっかり伝えていきた

いなというふうに考えてございます。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。生涯学

習振興公社の資料の中でも今回のスキルアップの

ところとかの人材育成の構想とかもろもろの資料

入っていたと思います。本来であれば、専門的な

人材とかを今度の部活動とかでも派遣したりとか、

多分そういった自治体増える可能性もあるかもし

れないのですけれども、まだその場面での段階な

のではないのかなと思います。 

  ただ、そういったことも今後も考えていきなが

ら、何かこういった研修の在り方とか、何でもそ

うなのですけれども、何かこの時代に応じて、少

しずつ変えていっていただきたいなと思いますの

で、今後ともよろしくお願いいたします。 

○鹿浜昭委員 私からの自然教室の件で、方向性に

ついてですけれども、今いろいろ皆さんからも意

見出たかと思うのですけれども、方向性としては、

今後多分区教委としては、最後に書かれているけ

れども、教育財産の用途廃止というような方向で

考えられているのかなというふうには思うのです。 

  足立区としての考え方というか、教育委員会の

考え方としてはそうなのだけれども、今後そうし

ていくと、いずれ売却とかという形にはなってい

くかとは思うのですよ。 

  いわゆる鋸南町とは災害協定を結んでいたり、

台風１５号でしたか、あのときには、４クールに

分けて、罹災証明のお手伝いに行ったり、そうい

った意味では、すごく鋸南町とは今までずっとい

ろいろな意味でお付き合いさせていただいて、私

もその台風のとき、議長をやらせてもらっていた

ので、議員から皆さん、お金、募金をさせてもら

って、御持参させてもらったのですけれども、そ

のときは、やはり鋸南の自然教室もすごく被害に

遭って、１階のロビーがもうぐちゃぐちゃになっ

ていたり、ガラスが割れて水浸しになったり、自

然教室から見たときには、鋸南町自体もう本当に
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ブルーシート一色で、ひどい状況だったのです。 

  私が言いたいのは、鹿沼市にあったレクリエー

ションセンターみたく、やはり方向性を決めてこ

うしていく。最後あのような形で大変な問題にな

った形には決してしていただきたくないという思

いが強いのですよね。しっかりとその辺、鋸南町

との関係性もしっかり保ちながら、また、その売

却に対しても、これから財産価格審議会に入って

いったりしていくのかもしれないけれども、やは

り改修費用に５０億円掛かってしまうからこうす

るんだという考え方だけではなくて、足立区とし

て、この鋸南自然の家をどういう形で処理してい

くのか、時代とともにこれはやむを得ないことだ

とは思うのですけれども、しっかりその辺も踏ま

えて、拙速な判断だけではなく、時間を掛けて、

その辺もトータル的に考えていって、やっていっ

ていただきたいというふうに思うのですけれども、

副区長いかがですか。 

○副区長 鹿浜委員おっしゃるとおり、売却という

か今後の活用に関しては、十分慎重に協議をして

いく必要があると思います。鋸南町の意向だとか、

例えば売却するときにこういう用途は困るよとか、

意見交換もしながら、丁寧に話合いは進めていき

たいと考えておりますので、その辺は適時報告を

して、議会にもその進捗状況の方は報告をしてい

きたいと思っています。 

○鹿浜昭委員 是非、鹿沼市にあったレクリエーシ

ョンセンターみたくあのような形で終わって、足

立区がちょっと負い目というか、あのような形に

なったというのは、大変私も残念に思うので、あ

のようなことが絶対ないようによろしくお願いし

たいと思います。以上です。 

○学務課長 先ほど水野委員から御質問ありました

手数料なのですけれども、みずほ銀行に振り込む

場合は無料でして、それ以外は１件１１３円。役

務費ですけれども、こちらはまだ分かりませんが、

大体３００万円弱ぐらいになる見込みでございま

す。 

○石毛かずあき委員長 よろしいですか。 

  他に質疑ございませんか。 

○小林ともよ委員 足立区生涯学習振興公社の事業

計画のことで、５ページで、退職補充ということ

で、職員がどんどん減少していくということが示

されているのですけれども、放課後子ども教室、

今公社の方で頑張っていただいている中で、学童

の事業者が放課後子ども教室もやっていくよとい

う今流れにはなっていますけれども、まだまだそ

の流れには時間が掛かると。完全にしていくには

時間が掛かるという中で、この公社の職員が減っ

てしまっていくということは避けなければならな

いと思いますが、その辺いかがでしょうか。 

○生涯学習振興公社理事長 恐れ入ります。この表

については、６５歳まで職員がいてくれたとして

の数字でございますので、実際にはもっと厳しい

数字になろうかなというふうに思います。 

  ただ、当公社として一番受託をしている事業と

して大きいのが放課後子ども教室でございますし、

実際毎日学校で子どもたちが本当に楽しそうに遊

んでもらっているという事業ですので、この職員

が減って、減った分については、区と交渉しなが

ら区の派遣職員を要望はするのですけれども、公

社の固有職員と同じようなやり方というのは、な

かなかできないのかとは思いますが、できるだけ

そういった影響がなくなるような形で、今後取り

組んでいきたいという思いも含めての計画でござ

います。 

○小林ともよ委員 是非、放課後子ども教室まだま

だ続きそうですので、その点よろしくお願いいた

します。 

 

           ◇            

 

○石毛かずあき委員長 それでは、その他に移りま

す。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ５０  

 

  何か質疑はございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○石毛かずあき委員長 質疑なしと認めます。 

  以上で本日の案件は全て終了いたしました。 

  これをもって文教委員会を閉会いたします。 

午後４時５５分閉会 

 


